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別紙様式１－２－１－１ 名古屋大学大学院法学研究科実務法曹養成専攻

基準１－２　教育活動等を展開する上で必要な教員等が適切に配置されているとともに、必要な運営体制が適切に整備されていること
分析項目１－２－１　大学院設置基準等各設置基準及び告示に照らして、必要な人数の専任教員並びに兼担及び兼任教員を配置していること

【分析の手順】

基準３－７　専任教員の授業負担等が適切であること
分析項目３－７－１　法科大学院の専任教員の授業負担が適正な範囲内にとどめられていること

【分析の手順】

教員の配置状況（別紙様式１－２－１－１）

教員一覧

授業科目名 クラス数 単位数 集・オ・共 授業科目名 課程 クラス数 単位数 集・オ・共 授業科目名 クラス数 単位数 集・オ・共 大学等名

専・他
教授

専攻長
深澤　龍一郎 行政法基礎Ⅰ 1 2 法学 （B） 1 0.1 オ

行政法基礎Ⅱ 1 2 基礎セミナー （B） 1 2
行政法演習Ⅰ 2 4 特殊講義（法曹養成演習Ⅲ行政法・商法） （B） 1 1.1 オ
行政法演習Ⅱ 2 4 行政法研究ⅡA （M） 1 1
総合問題演習（公法） 1 1 オ・共 行政法研究ⅡB （M） 1 1
先端分野総合研究 1 0.1 オ
外国人と法 1 0.1 オ

専・他 教授 今井　克典 商法基礎Ⅰ 1 4 特殊講義（法曹養成演習Ⅲ行政法・商法） （B） 1 0.9 オ 金融法 1 2 集 愛知大学法科大学院
商法基礎Ⅱ 1 2
商法演習Ⅰ 2 4
商法演習Ⅱ 2 4
金融法 1 2 集
比較法民事総合 1 0.7 オ
先端分野総合研究 1 0.3 オ

専・他 教授 大河内　美紀 憲法基礎Ⅱ 1 2 憲法Ⅱ（人権・憲法訴訟） （B） 1 4

比較公共訴訟論 1 2
憲法基礎研究Ⅲ
（比較国制論）

（M）
（（B））

1 0.8 オ 同時開講

テーマ研究Ⅰ 1 2 特殊講義（法曹養成演習Ⅱ憲法・刑法） （B) 1 1 オ

テーマ研究Ⅱ 1 2
憲法基礎研究ⅡA
（演習ⅠA・ⅡA）

（M）
（（B））

1 2 同時開講

憲法基礎研究ⅡB
（演習ⅠB・ⅡB）

（M）
（（B））

1 2 同時開講

比較憲法専門研究
（比較憲法（E)）

（M）
（（B））

1 2 同時開講

法学・政治学の世界Ⅱ （B) 1 0.1 オ
法学 （B) 1 0.1 オ
憲法研究ⅠB （M) 1 2 共
憲法特殊研究ⅡA （M) 1 2

専・他 教授 金子　敬明 民法基礎Ⅲ 1 2 法学 （B） 1 0.1 オ
民法演習Ⅰ 2 4 民法Ⅴ（家族法） （B） 1 2
先端分野総合研究 1 0.1 オ 特殊講義（法曹養成演習Ⅰ民法） （B） 1 2
テーマ研究Ⅰ 1 2 民法研究Ⅱ （M） 1 2
テーマ研究Ⅱ 1 2 民法総合研究A （M） 1 1 共

民法総合研究B （M） 1 1 共
専・他 教授 栗田　昌裕 民法基礎Ⅱ 1 2 法学 （B） 1 0.1 オ 知的財産権法 1 2 集 熊本大学

民法基礎Ⅳ 1 2 民法Ⅱ（物権法） （B） 1 2 オ

民法演習Ⅱ 2 4
民法基礎研究ⅠA
（演習ⅠA・ⅡA・ⅢA）

（M）
（（B））

1 1 オ 同時開講

総合問題演習（民事法） 1 2 共
民法基礎研究ⅠB
（演習ⅠB・ⅡB・ⅢB）

（M）
（（B））

1 1 オ 同時開講

先端分野総合研究 1 0.1 オ 民法総合研究A （M） 1 1 共
民法総合研究B （M） 1 1 共

専・他 教授 小島　淳 刑事訴訟法Ⅰ 2 8 法学 （B） 1 0.1 オ
刑事訴訟法Ⅱ 2 4
総合問題演習（刑事法） 1 1 オ・共
刑事実務基礎 2 6 集・共
現代刑事司法論 1 0.7 オ・共
先端分野総合研究 1 0.1 オ
外国人と法 1 0.1 オ

専・他 教授 高橋　祐介 租税法Ⅰ 1 2 法学・政治学の世界Ⅱ （B） 1 0.1 オ
租税法Ⅱ 1 2 租税法 （B） 1 4

租税法演習 1 2
税財政法基礎研究A
（演習ⅡA・ⅢA）

（M）
（（B））

1 2 同時開講

先端分野総合研究 1 0.1 オ
税財政法基礎研究B
（演習ⅡB・ⅢB）

（M）
（（B））

1 2 同時開講

法学 （B） 1 0.3 オ
行政法研究Ⅰ （M) 1 2
税財政法研究 （M) 1 2

専・他 教授 橋田　久 刑法基礎Ⅰ 1 2 法学 （B） 1 0.1 オ

刑法演習Ⅰ 2 4
特別講義・演習（刑法基礎研究ⅢA）
（演習ⅠA・ⅡA・ⅢA）

（M）
（（B））

1 2 同時開講

刑法演習Ⅱ 2 4 演習ⅠB・ⅡB・ⅢB （B） 1 2
総合問題演習（刑事法） 1 0.4 オ・共 特殊講義（法曹養成演習Ⅱ憲法・刑法） （B） 1 1 オ
先端分野総合研究 1 0.1 オ
テーマ研究Ⅰ 1 2
テーマ研究Ⅱ 1 2
実定法基礎Ⅰ 1 0.1 オ・共
実定法基礎Ⅱ 1 0.1 オ・共

専・他 教授 藤本　亮 ロイヤリング 2 4 共 研究方法論Ⅰ （M） 1 2 共 法社会学 1 4 名城大学
エクスターンシップ 1 2 共 特別講義・演習（法令・判例の検索と活用） （M） 1 0.1 オ・共
模擬裁判（民事） 1 2 共 演習ⅠA・ⅡA・ⅢA （B） 1 2
先端分野総合研究 1 0.1 オ 演習ⅠB・ⅡB・ⅢB （B） 1 2

法情報学Ⅰ （B） 1 2
比較法Ⅲ（アジアの法システム）（E） （B） 1 0.1 オ・共
法学 （B） 1 0.1 オ・共

専・他 教授 村上　正子 民事訴訟法Ⅰ 2 8
民事訴訟法基礎研究A
（演習ⅠA・ⅡA・ⅢA）

（M）
（（B））

1 2 オ 同時開講

民事実務基礎Ⅰ 2 2 オ・共
民事訴訟法基礎研究B
（演習ⅠB・ⅡB・ⅢB）

（M）
（（B））

1 2 オ 同時開講

民事訴訟法Ⅱ 2 4 法学 （B） 1 0.1 オ
テーマ研究Ⅰ 1 2 東アジア法研究ⅡB （M） 1 1 共
テーマ研究Ⅱ 1 2 法学・政治学の世界Ⅱ （B) 1 0.1 オ
先端分野総合研究 1 0.1 オ

専・他 准教授 村田　健介 民法基礎Ⅳ 1 2 民法Ⅳ（事故法） （B） 1 2

民法基礎Ⅴ 1 4
特別講義・演習（民法基礎研究ⅢA）
（演習ⅠA・ⅡA・ⅢA）

（M）
（（B））

1 2 同時開講

比較民事法総合 1 0.7 オ
特別講義・演習（民法基礎研究ⅢB）
（演習ⅠB・ⅡB・ⅢB）

（M）
（（B））

1 2 同時開講

先端分野総合研究 1 0.1 オ 法学・政治学の世界Ⅰ （B） 1 0.1 オ
法学 （B） 1 0.1 オ

18.2

19.8

法学部法律・政治学科
法学部法律・政治学科

刑事訴訟法 全学教育科目

学士課程（B）

法学研究科総合法政
（法学部法律・政治学

法学部法律・政治学科

法学部法律・政治学科

法学研究科総合法政
法学研究科総合法政

法学部法律・政治学科

民法

18.5

法学部法律・政治学科

23.3

15
法学部法律・政治学科
全学共通科目

法学研究科総合法政

法学部法律・政治学科

法学部法律・政治学科

法学部法律・政治学科

法学部法律・政治学科

法学部法律・政治学科

全学共通科目

法学部法律・政治学科

租税法

学士課程（B）

学士課程（B）

学士課程（B）

学士課程（B）

他大学等担当授業科目 年間総
単位数

年数

・他専攻、他研究科及び学部等（他大学の非常勤を含む。）を通じた各専任教員の授業負担について、学内における役職等への着任状況その他の当該法科大学院において必要とされる負担も踏まえて、適正な範囲（年間20単位以下であることが望ましく、年間30単位を超える場合には、適切な範囲内にあるとはいえない）にとどめられていることを確認する。

専門分野

19.9

民法

商法

行政法

18.2

19.9

自大学法科大学院担当授業科目 自大学他専攻等担当授業科目所属

・大学院設置基準等各設置基準及び告示に照らして基準数以上の専任教員、並びに兼担及び兼任教員を配置していることを確認する。

・教員の年齢の構成が著しく偏っていないこと並びに教員組織においてダイバーシティの推進に努めていることを確認する。

学士課程（B）

分類 職名 教 員 名

実務経験年数 担当授業科目

備考
実務家教員の

職種

憲法

学士課程（B）

学士課程（B）

学士課程（B）

学士課程（B）

大学等名

全学教育科目

全学教育科目
法学研究科総合法政
法学研究科総合法政
法学研究科総合法政

法学部法律・政治学科

法学部法律・政治学科
法学部法律・政治学科

20.4

法学研究科総合法政
（法学部法律・政治学

法実務教育論

全学教育科目
法学研究科総合法政
法学研究科総合法政
全学教育科目刑法

法学部法律・政治学科

法学研究科総合法政

民事訴訟法

民法

法学研究科総合法政
法学研究科総合法政
法学研究科総合法政
全学共通科目
法学部法律・政治学科
法学研究科総合法政
（法学部法律・政治学
科）
法学研究科総合法政
（法学部法律・政治学

全学教育科目
法学部法律・政治学科
法学部法律・政治学科

18.4

全学教育科目
法学研究科総合法政
法学研究科総合法政

24
法学研究科総合法政
（法学部法律・政治学
法学研究科総合法政
（法学部法律・政治学
法学部法律・政治学科

法学研究科総合法政

学士課程（B）

法学部法律・政治学科

法学部法律・政治学科

法学研究科総合法政
（法学部法律・政治学
法学部法律・政治学科
法学研究科総合法政
（法学部法律・政治学



別紙様式１－２－１－１ 名古屋大学大学院法学研究科実務法曹養成専攻

民法総合研究A （M） 1 1 共
民法総合研究B （M） 1 1 共

実・専 教授 山田　麻登 弁護士 22.7 民事実務基礎Ⅱ 2 2 共
エクスターンシップ 1 2 共
法曹倫理 2 4 共
先端分野総合研究 1 0.1 オ

実・み 教授 加藤　直人 検察官 28 総合問題演習（刑事法） 1 2 共 2023年6月30日退職予定。
刑事実務基礎 2 6 集・共
現代刑事司法論 1 0.3 オ
法曹倫理 2 0.3 オ・共

実・み 教授 竹内　幸伸 裁判官 12.3 総合問題演習（民事法） 1 2 共
民事実務基礎Ⅰ 2 4 共

兼担 教授 宇田川　幸則 比較法Ⅲ 1 1 オ 1
兼担 教授 岡　克彦 法整備支援論 1 2 共

比較法Ⅲ 1 1 オ
兼担 教授 小畑　郁 外国人と法 1 1.5 オ・共 1.5
兼担 教授 齊藤　彰子 刑法基礎Ⅱ 1 2 2
兼担 教授 中野　妙子 社会保障法 1 2 2
兼担 教授 中東　正文 ビジネス・プランニング 1 2 共

テーマ研究Ⅰ 1 2
テーマ研究Ⅱ 1 2

兼担 教授 西井　志織 知的財産法Ⅰ 1 2
知的財産法Ⅱ 1 2
テーマ研究Ⅰ 1 2
テーマ研究Ⅱ 1 2
先端分野総合研究 1 0.1 オ

兼担 教授 波多野　敏 法制史 1 2 2
兼担 教授 林　秀弥 経済法Ⅰ 1 2

経済法Ⅱ 1 2
兼担 教授 松尾　陽 法哲学 1 2 2
兼担 教授 水島　朋則 国際法Ⅰ 1 2

国際法Ⅱ 1 2
兼担 教授 本　秀紀 憲法基礎Ⅰ 1 2 2

兼担
教授

研究科長
矢野　昌浩 労働法演習 1 0.1 オ・共 0.1

兼担 教授 横溝　大 国際私法Ⅰ 1 2
国際私法Ⅱ 1 2
外国人と法 1 0.1 オ

兼担 教授 渡部　美由紀 倒産法Ⅱ 1 2
倒産法演習 1 2
比較民事法総合 1 0.7 オ

兼担 准教授 マクギンティ ショーン マイケル 比較法Ⅰ 1 2 2
兼担 准教授 松田　貴文 民法基礎Ⅰ 1 2 2
兼担 教授 石井　晃（他研究科） 現代刑事司法論 1 0.4 オ 0.4
兼担 教授 島田　弦（他研究科） 比較法Ⅱ 1 2 2
兼担 准教授 赤渕　芳宏（他研究科） 環境法Ⅱ 1 2 2
兼任 准教授 上松　健太郎 実定法基礎Ⅰ 1 0.5 オ

実定法基礎Ⅱ 1 0.4 オ
ロイヤリング 2 4 共
模擬裁判（民事） 1 2 共
先端分野総合研究 1 0.1 オ

兼任 講師 斎藤　一久（非常勤） 総合問題演習（公法） 1 1 オ・共
憲法演習 2 4

兼任 講師 山口　直也（非常勤） 刑事学 1 2 2
兼任 講師 山本　将成（非常勤） ビジネス・プランニング 1 2 共 2
兼任 講師 神谷　紀子（非常勤） ビジネス・プランニング 1 0.1 オ・共 0.1
兼任 講師 浅野　充昌（非常勤） ビジネス・プランニング 1 0.3 オ・共 0.3
兼任 講師 根本　敏光（非常勤） ビジネス・プランニング 1 0.3 オ・共 0.3
兼任 講師 小島　義博（非常勤） ビジネス・プランニング 1 0.1 オ・共 0.1
兼任 講師 柳沢　雄二（非常勤） 民事執行・保全法 1 2 2
兼任 講師 安田　拓人（非常勤） 現代刑事司法論 1 0.1 オ 0.1
兼任 講師 入谷　修司（非常勤） 現代刑事司法論 1 0.5 オ 0.5
兼任 講師 畑　宏樹（非常勤） 倒産法Ⅰ 1 2 集 2
兼任 講師 若林　宏輔（非常勤） 法と心理学 1 2 集 2
兼任 講師 山川　和義（非常勤） 労働法Ⅰ 1 2

労働法Ⅱ 1 2
兼任 講師 高尾　栄治（非常勤） 法整備支援論 1 0.1 オ・共 0.1
兼任 講師 市橋　克哉（非常勤） 法整備支援論 1 0.1 オ・共 0.1
兼任 講師 中島　朋子（非常勤） 法整備支援論 1 0.1 オ・共 0.1
兼任 講師 木本　真理子（非常勤） 法整備支援論 1 0.1 オ・共 0.1
兼任 講師 上東　亘（非常勤） 法整備支援論 1 0.1 オ・共 0.1
兼任 講師 大木　直子（非常勤） 現代世界の政治 1 2 2
兼任 講師 鈴木　慎太郎（非常勤） 法曹倫理 2 2 オ・共 2
兼任 講師 浅賀　哲（非常勤） 法曹倫理 2 0.3 オ・共 0.3
兼任 講師 石畔　重次（非常勤） 法曹倫理 2 0.3 オ・共 0.3
兼任 講師 尾関　栄作（非常勤） 法曹倫理 2 0.3 オ・共 0.3
兼任 講師 柴垣　直哉（非常勤） 法曹倫理 2 0.3 オ・共 0.3
兼任 講師 馬場　陽（非常勤） 法曹倫理 2 0.3 オ・共 0.3
兼任 講師 服部　真也（非常勤） ロイヤリング 2 2.4 オ・共 2.4
兼任 講師 大楠　善和（非常勤） ロイヤリング 2 4 オ・共 4
兼任 講師 乾　亮平（非常勤） 模擬裁判（民事） 1 2 共 2
兼任 講師 久保　明愛（非常勤） 模擬裁判（民事） 1 2 共 2
兼任 講師 伊藤　朋紀（非常勤） 実定法基礎Ⅰ 1 0.5 オ

実定法基礎Ⅱ 1 0.3 オ
兼任 講師 安積　孝師（非常勤） 実定法基礎Ⅰ 1 0.4 オ

実定法基礎Ⅱ 1 0.4 オ
兼任 講師 盛田　裕文（非常勤） 実定法基礎Ⅰ 1 0.5 オ

実定法基礎Ⅱ 1 0.3 オ
兼任 講師 川口　直也（非常勤） 実定法基礎Ⅱ 1 0.7 オ 0.7
兼任 講師 神山　智美（非常勤） 環境法Ⅰ 1 2 集 2
兼任 講師 鮎京　正則（非常勤） 法整備支援論 1 0.3 オ・共 0.3
兼任 講師 森永　太郎（非常勤） 法整備支援論 1 0.1 オ・共 0.1
兼任 講師 和田　肇（非常勤） 労働法演習 1 2 2
兼任 講師 古田　宣行（非常勤） 刑事実務基礎 2 2 集・オ・共 2
兼任 講師 杉山　苑子（非常勤） 民事実務基礎Ⅱ 2 2 共 2
兼任 講師 澁谷　歩（非常勤） 民事実務基礎Ⅱ 2 2 共 2
兼任 講師 岩田　澄江（非常勤） 刑事実務基礎 2 2.4 集・オ・共 2.4

兼任 講師 榊原　秀訓（教育連携） 地方自治法 1 2

総合問題演習（公法） 1 1 オ・共
兼任 講師 宮下　修一（教育連携） 消費者法 1 2 2 同上
兼任 講師 柄沢　好宣（教育連携） 医療と法 1 2 2 同上
兼任 講師 菅原　真（教育連携） 総合問題演習（公法） 1 1 オ・共 1 同上

法科大学院

法科大学院

8.6

法心理学

8.1

弁護士実務

15

法学研究科総合法政
法学研究科総合法政

国際私法

憲法

知的財産法

弁護士実務

基礎法学
環境法

民事法学

弁護士実務

中国法
アジア法

国際法

刑事法学
商法・経済法
税理士実務
公認会計士実務

刑法
精神医学
民事手続法、倒産処理法

労働法

法哲学

弁護士実務

0.8

0.8

0.8

3

5

4.7

3

教育連携教員。他の教育
機関（南山大学）が開講
する正規の講義を協定に
基づき本法科大学院の単
位として認定する制度の
下で、当該講義を担当す
る教員のこと。非常勤講
師としての発令の対象で

はない。

4

4

4

6

4.1

商法

弁護士実務

憲法

民法
法医学

労働法

民事訴訟法

法哲学

刑法
社会保障法
商法

経済法
西洋法制史

弁護士実務

弁護士実務

ベトナム憲法史

行政法
弁護士実務
弁護士実務
弁護士実務
ジェンダーと政治

弁護士実務
弁護士実務

環境行政法

憲法学

検察実務

弁護士実務
弁護士実務
弁護士実務

弁護士実務

弁護士実務

民法

弁護士実務
弁護士実務
弁護士実務

弁護士実務

労働法

裁判実務

行政法

弁護士実務
弁護士実務

弁護士実務

弁護士実務

8.1

6

7

法科大学院

国際法

検察実務

裁判実務



別紙様式１－２－１－１ 名古屋大学大学院法学研究科実務法曹養成専攻

　
教員分類別内訳

研・専 0

実・専 1 1

実・み 2 2

（B）課程 10 1 11

修士課程 0

博士前期課程 0

博士後期課程 0

専門職学位課程 0

（B）課程 0

修士課程 0

博士前期課程 0

博士後期課程 0

専門職学位課程 0

兼担 17 3 20

兼任 1 45 46

30 5 45 0 80

教員の年齢別・性別内訳

45～

54歳

専属専任教員 3 3 0 0 1

11 9 2 0 7

14 12 2 0 0 8

85.7% 14.3% 0.0% 0.0% 57.1%

(注） １．
２．

３．

４．
５．

　 　　　　　 法曹以外の実務経験を有する場合には『その他』と記入してください。また、「年数」については、当該教員の実務の経験年数を職種ごとに記入してください。

 　    　     
６．

７．
　　　　　 　

　　　　　　

８．

９．
10．

11．
　            

12．

13．
14． 教員一覧の31行目から400行目は非表示になっています。必要に応じ、再表示して記入してください。再表示しても行が足りない場合は、行の挿入により追加してください（プルダウン等の設定にご留意ください）。

65歳～

計
うち、法曹としての実務の経験を有する者

55～

64歳

内訳

年齢性別

准教授分類 所属 略称 教授 講師

実務家・みなし専任教員 2

兼務研究者・専任教員

専・他

兼務実務家・専任教員

助教

評価実施年度の５月１日現在で記入してください。なお、授業科目名及び単位数は、カリキュラムの新旧を問わず、評価実施年度において各教員が担当する授業科目についてすべて記入してください。なお、受講者がいないため不開講となった授業科目についても記入してください。

教員一覧の「担当授業科目」及び「年間総単位数」に係る単位数の計算にあたり、複数教員による授業科目を担当する場合は、当該授業科目の単位数に対する担当する教員ごとの担当時間数の割合により記入してください。また、複数のクラスを担当している場合は、さらにクラス数を

乗じた単位数を記入してください。なお、単位数については、小数点第２位を四捨五入してください。（例：授業科目（２単位）の時間数が30時間で、当該授業科目を２人の教員で担当（担当する時間数は、それぞれ20時間と10時間）し、どちらも２クラスを担当する場合には、それぞれ、

人数 

0.0%

4

28.6%

0

兼務専任教員

0

不回答・未調査・
その他

男性

計

％

35～

44歳

1

1

2

14.3%

女性

分類

専任教員

「自大学法科大学院担当授業科目」に係る単位数となります。

教員一覧の「担当授業科目」の「自大学他専攻等担当授業科目」の「課程」については、学部の場合には『（B）』、修士課程・博士前期課程の場合には『（M）』、博士後期課程の場合には『（D）』、専門職学位課程の場合には『（P）』を記入してください。
修士課程の専任教員を法科大学院の専任教員と扱う場合は、専・他と分類してください。

教員一覧の「年間総単位数」については、「自大学法科大学院担当授業科目」、「自大学他専攻等担当授業科目」、「他大学等担当授業科目」の合計を記入してください。

教員一覧については、教員分類ごとに、教授、准教授、講師、助教の順に記入してください。なお、「分類」については、本様式の教員分類別内訳の「略称」をリストから選択してください。

教員一覧の「担当授業科目」の「集・オ・共」については、集中講義の場合には『集』と、オムニバス授業の場合には『オ』と、共同授業の場合は『共』と記入してください。なお、複数に該当する場合には、該当するものをすべて記入してください。

教員一覧の「担当授業科目」の「大学等名」については、自大学他専攻等を担当する教員の場合には、研究科・専攻名又は学部・学科名等を、他大学等を担当する教員の場合には、大学・研究科・専攻名又は大学・学部・学科名等を記入してください。

教員分類別内訳の「分類」の「兼担教員（学内の他学部等の教員）」及び「兼任教員（他の大学等の教員等）」に該当する教員については、教員一覧にある「自大学他専攻等担当授業科目」及び「他大学等担当授業科目」の記入は必要ありません。この場合、「年間総単位数」については、

教員一覧の「所属」については、教員分類別内訳の「所属」をリストから選択してください。
教員一覧の「職名」については、教員分類別内訳の職種（教授、准教授、講師、助教）を記入してください。なお、研究科長、専攻長等に就いている場合には併せて記入してください。

教員一覧の「実務経験年数」及び「実務家教員の職種」については、教員分類別内訳の「分類」の「専任教員」に該当する実務家教員のみ記入してください。また、「実務家教員の職種」については、法曹としての実務の経験を有する場合には職種に応じて『裁判官』、『検察官』、『弁護士』と記入してください。

（例：裁判官の経験年数が７年１１ヶ月及び民間企業勤務の経験年数が６年１０ヶ月の教員の場合には、「実務家教員の職種」は『裁判官／その他』、「年数」は『７．１１／６．１０』となります。）

教員一覧の「担当授業科目」の「クラス数」については、１つの授業科目において、複数のクラスが開講されており、同一の教員が複数のクラスを担当している場合に、その担当クラス数を記入してください。なお、１クラスの場合も、『１』と記入してください。

２（単位）×２（クラス）×20（時間）÷30（時間）＝2.66・・・≒『2.7』、２（単位）×２（クラス）×10（時間）÷30（時間）＝1.32・・・≒『1.3』となります。）

3

1

～34歳

兼担教員（学内の他学部等の教員）

兼任教員（他の大学等の教員等）

合計 3

専任教員

専属専任教員

研究者・専任教員

法科大学院実務家・専任教員 1



別紙様式１－２－１－２ 名古屋大学大学院法学研究科実務法曹養成専攻

基準１－２　教育活動等を展開する上で必要な教員等が適切に配置されているとともに、必要な運営体制が適切に整備されていること

【分析の手順】

基準３－４　学位授与方針及び教育課程方針に則して、法科大学院にふさわしい授業形態及び授業方法が採用されていること

【分析の手順】

【分析の手順】

【分析の手順】

開設授業科目一覧（別紙様式１－２－１－２） 学期区分　：

LSの学生 LS外の学生 教員名 分類

○ 憲法基礎Ⅰ 1年 春学期 22.5 2 必修 毎年 講義 14 0 本秀紀 兼担 1

○ 憲法基礎Ⅱ 1年 秋学期 22.5 2 必修 毎年 講義 10 0 大河内美紀 専任 4

○ 行政法基礎Ⅰ 1年 春学期 22.5 2 必修 毎年 講義 14 0 深澤龍一郎 専任 10

○ 行政法基礎Ⅱ 1年 秋学期 22.5 2 必修 毎年 講義 12 0 深澤龍一郎 専任 12

○ 憲法演習AB 2年 春学期 22.5 2 必修 毎年 演習 A30、B36 0 A斎藤一久、B斎藤一久 兼任 6

○ 行政法演習ⅠAB 2年 春学期 22.5 2 必修 毎年 演習 A33、B30 0 A深澤龍一郎、B深澤龍一郎 専任 14

○ 行政法演習ⅡAB 2年 秋学期 22.5 2 必修 毎年 演習 A39、B25 0 A深澤龍一郎、B深澤龍一郎 専任 18

○ 総合問題演習（公法） 3年 春学期 23.3 2 選択 毎年 演習 39 2（南山LS生） ◎深澤龍一郎、斎藤一久、菅原真、榊原秀訓 専任 99 南山大学LSとの共同開講科目

○ 民法基礎Ⅰ 1年 春学期 22.5 2 必修 毎年 講義 14 0 松田貴文 兼担 22

○ 民法基礎Ⅱ 1年 春学期 22.5 2 必修 毎年 講義 15 0 栗田昌裕 専任 24

○ 民法基礎Ⅲ 1年 春学期 22.5 2 必修 毎年 講義 13 0 金子敬明 専任 27

○ 民法基礎Ⅳ 1年 春学期 22.5 2 必修 毎年 講義 12 0 村田健介 専任 29

○ 民法基礎Ⅴ 1年 秋学期 45 4 必修 毎年 講義 10 0 村田健介 専任 32

○ 民法基礎Ⅵ 1年 秋学期 22.5 2 必修 毎年 講義 11 0 栗田昌裕 専任 35

○ 商法基礎Ⅰ 1年 秋学期 45 4 必修 毎年 講義 11 0 今井克典 専任 46

○ 商法基礎Ⅱ 1年 秋学期 22.5 2 必修 毎年 講義 10 0 今井克典 専任 48

○ 民法演習ⅠAB 2年 春学期 22.5 2 必修 毎年 演習 A36、B30 0 A金子敬明、B金子敬明 専任 38

○ 民法演習ⅡAB 2年 秋学期 22.5 2 必修 毎年 演習 A38、B30 0 A栗田昌裕、B栗田昌裕 専任 42

○ 商法演習ⅠAB 2年 春学期 22.5 2 必修 毎年 演習 A31、B30 0 A今井克典、B今井克典 専任 50

○ 商法演習ⅡAB 2年 秋学期 22.5 2 必修 毎年 演習 A28、B30 0 A今井克典、B今井克典 専任 54

○ 民事訴訟法ⅠAB 2年 春学期 45 4 必修 毎年 講義 A32、B32 0 A村上正子、B村上正子 専任 58

○ 民事訴訟法ⅡAB 2年 秋学期 22.5 2 必修 毎年 講義 A33、B26 0 A村上正子、B村上正子 専任 68

○ 総合問題演習（民事法） 3年 春学期 22.5 2 選択 毎年 演習 36 0 ◎栗田昌裕、竹内幸伸 専任 101

○ 刑法基礎Ⅰ 1年 春学期 22.5 2 必修 毎年 講義 16 0 橋田久 専任 74

○ 刑法基礎Ⅱ 1年 秋学期 22.5 2 必修 毎年 講義 13 0 齊藤彰子 兼担 77

○ 刑法演習ⅠAB 2年 春学期 22.5 2 必修 毎年 演習 A37、B31 0 A橋田久、B橋田久 専任 79

○ 刑法演習ⅡAB 2年 秋学期 22.5 2 必修 毎年 演習 A32、B34 0 A橋田久、B橋田久 専任 83

○ 刑事訴訟法ⅠAB 2年 春学期 45 4 必修 毎年 講義 A37、B29 0 A小島淳、B小島淳 専任 87

○ 刑事訴訟法ⅡAB 2年 秋学期 22.5 2 必修 毎年 講義 A34、B26 0 A小島淳、B小島淳 専任 91

○ 総合問題演習（刑事法） 3年 通年 22.5 2 選択 毎年 演習 38 0 ◎加藤直人、橋田久、小島淳 専任 103

○ 実定法基礎Ⅰ 1年 春学期 22.5 2 選択 毎年 講義 11 0 ◎橋田久、伊藤朋紀、安積孝師、上松健太郎、盛田裕文 専任 95

○ 実定法基礎Ⅱ 1年 秋学期 22.5 2 選択 毎年 講義 8 0 ◎橋田久、伊藤朋紀、安積孝師、上松健太郎、川口直也、盛田裕文 専任 97

○ 法曹倫理AB 3年 秋学期 22.5 2 必修 毎年 講義 A18、B20 0 A◎山田麻登、鈴木慎太郎、B◎山田麻登、鈴木慎太郎 専任 119

○ 民事実務基礎ⅠAB 2年 秋学期 22.5 2 必修 毎年 講義・演習 A29、B24 0 A◎竹内幸伸、村上正子、B◎竹内幸伸、村上正子 専任 105

○ 民事実務基礎ⅡAB 3年 春学期 12 1 必修 毎年 講義 A21、B21 0 A山田麻登、B山田麻登 専任 109

○ 刑事実務基礎AB 3年 春学期 34.5 3 必修 毎年 講義・演習 A22、B21 0 A◎小島淳、加藤直人、B◎小島淳、加藤直人 専任 115

○ 模擬裁判（民事） 3年 秋学期 22.5 2 選択必修 毎年 演習 9 0 ◎藤本亮、上松健太郎、森貴志、久保明愛 専任 2 131

○ ロイヤリングAB 3年 秋学期 22.5 2 選択必修 毎年 講義 A25、B8 0 A◎上松健太郎、藤本亮、大楠善和、服部真也、B◎上松健太郎、藤本亮、大楠善和、服部真也 兼任 2 125

○ エクスターンシップ 3年 春学期 60 2 選択必修 毎年 実習 37 0 ◎藤本亮、山田麻登 専任 2 129

法哲学 1・2・3年 秋学期 22.5 2 選択 毎年 講義 22 0 松尾陽 兼担 133 名大法学部の科目等履修対象科目

法と心理学 1・2・3年 春学期集中 22.5 2 選択 毎年 講義 36 0 若林宏輔 兼任 136

法制史 1・2・3年 春学期 22.5 2 選択 毎年 講義 19 0 波多野敏 兼担 138 名大法学部の科目等履修対象科目

現代世界の政治 1・2・3年 春学期 22.5 2 選択 毎年 講義 9 0 大木直子 兼任 140

比較法Ⅰ 1・2・3年 春学期 22.5 2 選択 毎年 講義 2 0 マクギンティ ショーン マイケル 兼担 143

比較法Ⅱ 1・2・3年 秋学期 22.5 2 選択 毎年 講義 1 0 島田弦 兼担 145 名大国際開発研究科との共同開講科目

比較法Ⅲ 1・2・3年 春学期 22.5 2 選択 毎年 講義 16 0 ◎宇田川幸則、岡克彦 兼担 147

倒産法Ⅰ 2・3年 春学期集中 22.5 2 選択 毎年 講義 21 0 畑宏樹 兼任 217 名大法学部の科目等履修対象科目

倒産法Ⅱ 2・3年 秋学期 22.5 2 選択 毎年 講義 15 0 渡部美由紀 兼担 213

倒産法演習 2・3年 春学期 22.5 2 選択 毎年 演習 7 0 渡部美由紀 兼担 219

租税法Ⅰ 2・3年 春学期 22.5 2 選択 毎年 講義 2 0（南山LS生） 高橋祐介 専任 170
名大法学部の科目等履修対象科目

南山大学LSとの単位互換科目

租税法Ⅱ 2・3年 秋学期 22.5 2 選択 毎年 講義 1 0 高橋祐介 専任 173 名大法学部の科目等履修対象科目

租税法演習 3年 春学期 22.5 2 選択 毎年 演習 1 0 高橋祐介 専任 176

経済法Ⅰ 2・3年 春学期 22.5 2 選択 毎年 講義 7 19 林秀弥 兼担 187 名大法学部との共同開講科目

経済法Ⅱ 2・3年 秋学期 22.5 2 選択 毎年 講義 6 0 林秀弥 兼担 191

知的財産法Ⅰ 2・3年 春学期 22.5 2 選択 毎年 講義 12 0 西井志織 兼担 185

知的財産法Ⅱ 2・3年 秋学期 22.5 2 選択 毎年 講義 10 0 西井志織 兼担 168

労働法Ⅰ 2・3年 春学期 22.5 2 選択 毎年 講義 32 0 山川和義 兼任 150 名大法学部の科目等履修対象科目

労働法Ⅱ 2・3年 秋学期 22.5 2 選択 毎年 講義 29 0 山川和義 兼任 152 名大法学部の科目等履修対象科目

労働法演習 3年 春学期 22.5 2 選択 毎年 演習 14 0 ◎矢野昌浩、和田肇 兼担 154

環境法Ⅰ 2・3年 春学期集中 22.5 2 選択 毎年 講義 13 0 神山智美 兼任 163

環境法Ⅱ 2・3年 秋学期 22.5 2 選択 毎年 講義 6 0 赤渕芳宏 兼担 165

国際法Ⅰ 2・3年 春学期 22.5 2 選択 毎年 講義 3 0 水島朋則 兼担 201 名大法学部の科目等履修対象科目

国際法Ⅱ 2・3年 秋学期 22.5 2 選択 毎年 講義 2 0 水島朋則 兼担 203 名大法学部の科目等履修対象科目

国際私法Ⅰ 2・3年 春学期 22.5 2 選択 毎年 講義 4 17 横溝大 兼担 209 名大法学部との共同開講科目

国際私法Ⅱ 2・3年 秋学期 22.5 2 選択 毎年 講義 1 3 横溝大 兼担 211 名大法学部との共同開講科目

社会保障法 3年 秋学期 22.5 2 選択 毎年 講義 23 0 中野妙子 兼担 156

地方自治法 2・3年 春学期 23.3 2 選択 毎年 講義 4 6(南山LS生) 榊原秀訓 兼任 161 南山大学LSとの単位互換科目

消費者法 3年 春学期集中 22.5 2 選択 毎年 講義 20 4(南山LS生) 宮下修一 兼任 158 南山大学LSとの単位互換科目

刑事学 3年 秋学期 22.5 2 選択 毎年 講義 19 0(南山LS生） 山口直也 兼任 179 南山大学LSとの単位互換科目

比較公共訴訟論 2・3年 秋学期 22.5 2 選択 毎年 講義 16 0 大河内美紀 専任 181

現代刑事司法論 3年 秋学期 22.5 2 選択 毎年 講義 26 0 小島淳 専任 183

ビジネス・プランニング 3年 秋学期 22.5 2 選択 毎年 講義 10 0(南山LS生） ◎中東正文、山本将成 兼担 194 南山大学LSとの単位互換科目

金融法 3年 春学期集中 22.5 2 選択 毎年 講義 8 0 今井克典 専任 196

民事執行・保全法 2・3年 秋学期 22.5 2 選択 毎年 講義 20 0 柳沢雄二 兼任 198

法整備支援論 1・2・3年 秋学期 22.5 2 選択 毎年 講義 28 0 岡克彦 兼担 205

外国人と法 3年 秋学期 22.5 2 選択 毎年 講義 9 0 小畑郁 兼担 207

比較民事法総合 3年 秋学期 22.5 2 選択 毎年 講義 1 0 ◎今井克典、渡部美由紀、村田健介 専任 215

先端分野総合研究 3年 秋学期 22.5 2 選択 毎年 講義 24 0 ◎今井克典、栗田昌裕、深澤龍一郎、小島淳、高橋祐介、橋田久、藤本亮、上松健太郎、村上正子、金子敬明、山田麻登、村田健介、西井志織 専任、兼担 223

医療と法 3年 秋学期 23.3 2 選択 毎年 講義 0 0 柄沢好宣 兼任 221 南山大学LSとの単位互換科目

テーマ研究Ⅰ 3年 春学期 22.5 2 選択 毎年 講義 6 0 担当教員 専任、兼担 225

テーマ研究Ⅱ 3年 秋学期 22.5 2 選択 毎年 講義 5 0 担当教員 専任、兼担 227

（注）

応用科目

公法系・民事系・刑事系科目

法
律
実
務
基
礎
科
目

法曹倫理 2

民事訴訟実務の基礎 3

刑事訴訟実務の基礎 3

法文書作成

法情報調査

模擬裁判

ローヤリング

クリニック

エクスターンシップ

公法系訴訟実務の基礎

１．評価実施年度の５月１日現在で、当該年度開設授業科目（当該年度入学者適用）を記入してください。なお、評価実施年度に開講されていない授業科目（不開講、隔年開講等）についても記入してください。不開講の授業科目については、その理由を　「備考」に簡潔に（例：教員未定のため、

　　カリキュラム改編による当該配当年次未開講など）記入してください。

２．「学期区分」については、採用している学期の種類（セメスター制、トリメスター制等）を記入してください。

５．「授業科目名」については、開設している授業科目を、４つの科目（法律基本科目、法律実務基礎科目、基礎法学・隣接科目、展開・先端科目）に区分整理して記入してください。ただし、４つの科目に区分することができない授業科目については、新たに科目分野を設けて記入してください。

　　法律基本科目の中で、公法系・民事系・刑事系の３つの系に区分することができない授業科目については、これら３つの系の下に枠を設けて追記してください。

６．「配当年次」については、配当年次が複数ある場合は、該当する配当年次をすべて記入してください（例：２、３年次配当の場合は、『２・３』と記入してください。）。

７．「学期」については、『前期』、『後期』等の区分を記入してください。また、集中講義を行っている場合には、『前期集中』、『後期集中』、『夏季集中』等の区分を記入してください。

８．「時間数」については、当該開設授業科目における総時間数（例：９０分授業が１５週行われる場合には、２２．５時間となります。）を記入してください。ただし、試験時間については、含まないものとします。

９．「単位数」については、規則等により定められた当該授業科目の単位数を記入してください。１つの授業科目が複数クラス開講されている場合には、重複して加算しないでください。

10．「必修・選択等」については、『必修』、『選択』、『選択必修』等の区分を記入してください。

11．「開講方法」については、『毎年』、『隔年』の区分で記入してください。なお、隔年開講については、今年度開講していれば『隔年○』、開講していなければ『隔年×』と記入してください。また、毎年開講するが、評価実施年度は不開講の授業科目については、『毎年（不開講）』と記入してください。

　　さらに、その理由を「１」のとおり、「備考」に記入してください。

12．「授業方法（形態）」については、『講義』、『演習』、『実習』等各授業科目の実施形態を記入し、これらを組み合わせている場合には該当する形態をすべて記入してください。

13．「受講学生数」については、「ＬＳの学生」には当該法科大学院の学生の人数を、「ＬＳ外の学生」には当該法科大学院の学生以外の人数をそれぞれ記入してください。また、同一授業科目を複数クラス開講している場合には、それぞれ記入してください。

　　（例：同一授業科目が２クラス開講されており、それぞれ５０人（うち、ＬＳ外の学生は２人）と４０人（うち、ＬＳ外の学生は０人）の場合には、「ＬＳの学生」には『①４８、②４０』と記入し、「ＬＳ外の学生」には『①２、②０』と記入してください。）

　　なお、後期や集中講義時に開講のため、５月１日現在で人数が未定の場合は空欄のままとしてください。

14．「担当教員」の「教員名」については、１つの授業科目を複数教員が担当している場合には、担当教員全員を記入し、当該授業科目の内容、実施及び成績評価について責任を持つ教員には、氏名の前に『◎』を付してください。また、１つの授業科目が複数クラス開講されている場合は、

　　各クラスの担当教員についてそれぞれ記入してください。（例：①◎A教員、B教員②◎A教員、C教員）なお、「分類」については、別紙様式１－２－１－１の教員分類別内訳 の「分類」の「略称」により、記入してください。

15．「開設単位数合計」については、法律基本科目の公法系・民事系・刑事系の各系、法律実務基礎科目の法曹倫理、民事訴訟実務の基礎、刑事訴訟実務の基礎の各科目、基礎法学・隣接科目及び展開・先端科目の各科目区分がそれぞれ一つの枠になっていますので、それぞれに

　　該当する授業科目の単位数の合計を記入してください（R列には数式を設定しております。列の挿入等により、参照範囲がずれた場合には修正してください。直接数値を記入していただいてもかまいません）。

16．「シラバス等のページ」については、シラバス等の授業計画を記載した冊子中の該当ページを記入してください。

分析項目１－２－１　大学院設置基準等各設置基準及び告示に照らして、必要な人数の専任教員並びに兼担及び兼任教員を配置していること

・授業の内容及び方法等が、大学設置基準等各設置基準の規定を満たしており、それらが学生に対して明示されていることを確認する。

分析項目３－４－５　各授業科目における授業時間の設定が、単位数との関係において法令に基づく大学の定めに則したものとなっていること

・授業時間の設定が、授業の方法（講義、演習、実習）に応じて、単位数との関係において学則又は大学院学則等に則したものとなっていることを確認する。

担当教員
開設単位数
合　　　　計

主要授業科目
シラバス等の

ページ

分析項目３－４－４　同時に授業を行う学生数は少人数が基本とされ、特に法律基本科目については原則として50人以下となっていること

・法律基本科目において同時に授業を行う学生数が50 人を超える授業科目がある場合は、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮し、十分な教育効果が上げられるものとなっていることを確認する。

・教育上主要と認める授業科目の定義を確認し、該当する授業科目への専任の教授又は准教授の配置状況（該当する授業科目数、そのうち専任の教授又は准教授が担当する科目数、専任の講師が担当する科目数）を確認する。
※教育上主要と認める授業科目への専任の教授・准教授の担当に関しては、実際に授業を担当しない場合でも、専任の教授又は准教授が授業の内容、実施、成績に関して責任を持っている場合は、その授業科目を分析項目の状況に準ずるものとして分析することが可能

分析項目３－４－１　授業科目の区分、内容及び到達目標に応じて、適切な授業形態、授業方法が採用され、授業の方法及び内容が学生に対して明示されていること

必修・選択
等

開講方法科　　　目
授業方法
（形態）

受講学生数

・少人数による双方向的又は多方向的な密度の高い授業方法を基本としつつ、例えば法律基本科目の基礎科目においては、基礎的な学識を涵養するために適切な方法で授業が実施されていることを確認する。

授業科目名
配当
年次

学期 時間数 単位数連携開設科目

16

4

法
律
基
本
科
目

公法系科目
（憲法・行政法）

基礎科目

16

応用科目

基礎科目

民事系科目
（民法・商法・民事訴訟法）

基礎科目

備考

セメスター制を採用を採用

・同時に授業を行う学生数が極めて少ない授業科目がある場合は、当該授業科目の教育効果が十分に上げられるものとなっていることを確認する。

基礎科目

36

応用科目

刑事系科目
（刑法・刑事訴訟法）

経済法

14

展
開
・
先
端
科
目

３．「主要授業科目」については、大学設置基準第８条に規定する教育上主要と認める授業科目に該当する授業科目に『○』を記入してください。

４．「連携開設科目」については、専門職大学院設置基準第６条の３に規定する、設置者が同一である大学に設置された大学院と連携し、又は異なる設置者の他の大学との間で大学等連携推進法人を設置して開設している授業科目に該当する授業科目に『○』を記入してください。

70

上記以外

知的財産法

労働法

環境法

国際関係法（公法系）

国際関係法（私法系）

　基礎法学・隣接科目

租税法

倒産法



別紙様式１－２－２ 

名古屋大学大学院法学研究科実務法曹養成専攻 

   

 

基準１－２ 教育活動等を展開する上で必要な教員等が適切に配置されているとともに、必要な運営体制が適切に整備されていること 

 

分析項目１－２－２ 法科大学院の運営に関する重要事項を審議する会議（以下「教授会等」という。）及び専任の長が置かれ、必要な活動を行っているこ

と 

※「法科大学院の運営に関する重要事項」とは、法科大学院の教育課程、教育方法、成績評価、修了認定、入学者選抜及び教員の人事等に関する重要事項をいう。 

 

【分析の手順】  

・教授会等について、構成、所掌事項等を確認する。 

・教授会等の規程上の開催頻度と前年度における開催実績を確認する。 

 

教授会等の規程上の開催頻度と前年度における開催実績一覧（別紙様式１－２－２） 

会議等名称 規程上の開催頻度 前年度における開催実績 

法学研究科教授会 

規程上は定めはなし（定例は４月から７

月、９月から２月は月１回開催、３月は

２回開催） 

１ ３ 回 （ 4/6,4/13,5/18,6/15,7/20,9/7,10/12,11/9, 

12/7,1/11,2/8,3/8,3/15） 

法学研究科実務法曹養成専攻会議 

規程上は定めはなし（定例は４月から７

月、９月から２月は月１回開催、３月は

２回開催） 

１ ２ 回 （ 4/13,5/18,6/15,7/20,9/7,10/12,11/9,12/7, 

1/11,2/8,3/8,3/15） 

   

   

   

   

 



別紙様式１－２－５ 

名古屋大学大学院法学研究科実務法曹養成専攻 

基準１－２ 教育活動等を展開する上で必要な教員等が適切に配置されているとともに、必要な運営体制が適切に整備されていること 

 

分析項目１－２－５ 管理運営に従事する教職員の能力の質の向上に寄与するため、スタッフ・ディベロップメント（ＳＤ）を実施していること 

※「スタッフ・ディベロップメント（ＳＤ）」とは、教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を図るため、教職員に必要な知識及び技能を習得させ、並びにその能力及び資質を向上さ

せるための研修の機会を設けるとともに、その他必要な取組を行うことをいう。 

 

【分析の手順】  

・ＳＤの実施内容・方法及び実施状況（参加状況を含む。）を確認する。 

 

ＳＤの実施内容・方法及び実施状況一覧（別紙様式１－２－５） 

研修会等の名称 主催 実施内容・方法（年・月） 対象者 
法科大学院からの 

参加者数 

令和４年度東海地区国立大学法人等職員

基礎研修 

東海地区国立大学法人

等機関の共催 

東海地区の国立大学法人等機関における勤務経

験が半年以上２年未満の者に対し，法人職員の心

構え，共通して必要な職務遂行上の基礎知識等を

修得させ，職務遂行能力を養成するとともに，他

機関の職員との交流を促す。 

オンライン開催 

令和４年５月１９日、２０日 

□役員 

□教員 

■事務職員 

１人 

令和４年度 TOEIC 対策研修 東海国立大学機構 職員の英語の学習習慣を定着させるとともに，英

語リーディングスキル・リスニングスキルの向上

を図る 

オンライン講座 

令和４年７月５日～令和４年１１月２２日 

毎週火曜日  

□役員 

□教員 

■事務職員 
        １人 
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令和４年度英会話オンライン研修 東海国立大学機構 英語の学習習慣を定着させるとともに，英語コミ

ュニケーション能力の向上を図る 

オンライン講座 

DMM 英会話のマンツーマンレッスンを１日１回

（２５分）受講 

（第１回）令和４年８月～令和４年１０月 

（第２回）令和４年１１月～令和５年１月 

□役員 

□教員 

■事務職員 第１回 ２人 

第２回 ２人 

 

令和４年度公的資金の使用に係る e-

Learning 研修 

東海国立大学機構 東海国立大学機構の構成員に対し、公的資金の適

正使用・不正防止の重要性の再確認及び、経費の

使用ルール等への理解を深め、公的資金の適正使

用の徹底を図る。 

e ラーニングシステム研修 

令和４年７月８日～９月３０日 

□役員 

■教員 

■事務職員 
２４人 

令和４年度個人情報保護に係る e-

Learning 研修について 

東海国立大学機構 東海国立大学機構の教職員に対し、機構における

個人情報保護制度の概要、保有個人情報の適正な

取扱い等に関する知識を身につけさせることに

より、保有個人情報の保護に関する意識の高揚を

図り、もって機構における個人情報の漏えい等を

防止することを目的とする。 

e ラーニングシステム研修 

令和５年１月２０日～３月２４日 

□役員 

■教員 

■事務職員 

２４人 

2022 年度年次情報セキュリティチェッ

ク 

名古屋大学 名古屋大学教職員に対し、大学が定めた情報セキ

ュリティポリシー及びガイドラインの遵守状況

のチェックを行い、セキュリティに対する知識及

び質の向上を図る。 

□役員 

■教員 

■事務職員 
２４人 
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e ラーニングシステム研修 

令和４年３月２５日～令和４年５月６日 

2022 年度ハラスメント防止に係る e-

Leaning 

名古屋大学 本学教職員がハラスメントの定義や対応方法に

ついての知識を身につけ、日常業務の中でハラス

メントについて考える機会を設けることで、ハラ

スメント防止意識を高め、よりよい修学・就労環

境を整えることを目的とする。 

e ラーニングシステム研修 

令和４年１１月１４日～１２月１２日 

□役員 

■教員 

■事務職員 
６人 

 

令和３年度東海国立大学機構新規採用職

員研修 

東海国立大学機構 東海国立大学機構の新規採用職員に対し，次の事

項を達成する。 

・職員としての心構えを身につけること。 

・職員として身につけているべき基礎的な知識

を修得すること。 

・同期とのつながりを形成すること。 

オンライン及び対面 

令和３年４月１、２、５、６、２２日 

□役員 

□教員 

■事務職員 

１人 

令和３年度東海地区国立大学法人等新任

課長補佐研修 

東海地区国立大学法人

等機関の共催 

東海地区の国立大学法人等機関の新任課長補佐

に対し、職務に必要な知識及び能力を付与するこ

とにより、法人職員しての資質向上と職務遂行能

力の増進を図る。 

オンライン開催 

令和３年９月２７日、２８日 

□役員 

□教員 

■事務職員 
１人 

令和３年度プロフェッショナル型大学職

員養成 e ラーニング研修 

東海国立大学機構 東海国立大学機構の職員に対し，今後の自身のキ

ャリアを豊かにするための知識の習得の機会を

□役員 

□教員 
１人 
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提供し，自身の大学職員としての意識の醸成及び

資質・能力の向上を図る。 

e ラーニングシステム視聴 

令和３年６月１日～８月２０日 

■事務職員 

令和３年度東海国⽴⼤学機構⽬的別研修

（ジャストコミュニケーション研修） 

東海国立大学機構 東海国⽴⼤学機構の職員に対し，職務に必要な知

識及び能⼒を付与することにより，職員の資質の

向上と職務遂⾏能⼒の増進を図る。 

・「やりすぎ」「少なすぎ」などコミュニケーショ

ンの弊害を理解し，効率の良い仕事につなげる。 

・会話の適切な量、質、タイミング、伝え⽅を⾝

につける。 

・コミュニケーションが難しい相⼿への対応が

できるようになる。 

オンライン開催 

令和３年１０月１５日 

□役員 

□教員 

■事務職員 

１人 

令和３年度公的資金の使用に係る e-

Learning 研修 

東海国立大学機構 東海国立大学機構の構成員に対し、公的資金の適

正使用・不正防止の重要性の再確認及び、経費の

使用ルール等への理解を深め、公的資金の適正使

用の徹底を図る。 

e ラーニングシステム研修 

令和３年６月１７日～１１月３０日 

□役員 

■教員 

■事務職員 
２４人 

個人情報保護研修 東海国立大学機構 東海国立大学機構の教職員に対し、機構における

個人情報保護制度の概要、保有個人情報の適正な

取扱い等に関する知識を身につけさせることに

より、保有個人情報の保護に関する意識の高揚を

□役員 

■教員 

■事務職員 
２４人 
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図り、もって機構における個人情報の漏えい等を

防止することを目的とする。 

e ラーニングシステム研修 

令和４年１月２４日～３月２４日 

2021 年度年次情報セキュリティチェッ

ク 

名古屋大学 名古屋大学教職員に対し、大学が定めた情報セキ

ュリティポリシー及びガイドラインの遵守状況

のチェックを行い、セキュリティに対する知識及

び質の向上を図る。 

e ラーニングシステム研修 

令和３年４月１６日～令和４年１月３１日 

□役員 

■教員 

■事務職員 
２４人 
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基準１－３ 法科大学院の教育研究活動等に関する情報の公表が適切であること 

 

分析項目１－３－１ 法令により公表が求められている事項を公表していること 

 

【分析の手順】 

・法科大学院の目的、方針その他法令が定める教育研究活動等についての情報を、社会に対し、刊行物の配布、ウェブサイトへの掲載等の方法により広く公

表していることを確認する。 

 

法令が定める教育研究活動等についての情報の公表状況一覧（別紙様式１－３－１） 

※ 公表状況について、ウェブサイトで公表している場合は、その情報が掲載されているウェブページが直接閲覧できる URL を記載してください。ウェブ

サイト以外で公表している場合は、URL ではなく具体的な公表方法を記載してください。 

※ 他の法令等の箇所において記載してもらう場合には、「公表状況」欄において該当 No を記載しています。 

 

No 公表が求められている事項（法令の条文等抜粋） 公表状況（刊行物、ウェブサイト（URL等）） 

 《学校教育法 第 109条》 

１ 第１項 

 

 

大学は、その教育研究水準の向上に資するため、文部科学大臣の定

めるところにより、当該大学の教育及び研究、組織及び運営並びに施

設及び設備（次項及び第五項において「教育研究等」という。）の状況

について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。 

名古屋大学法科大学院ウェブサイト（FD 研修・自己点検） 

https://www.law.nagoya-u.ac.jp/ls/FD/ 

 《学校教育法施行規則 第 158条》 

２  

 

 

学校教育法第百二条第二項の規定により学生を入学させる大学は、

同項の入学に関する制度の運用の状況について、同法第百九条第一項

に規定する点検及び評価を行い、その結果を公表しなければならな

い。 

※該当する場合のみ記載 

名古屋大学法科大学院ウェブサイト（FD 研修・自己点検） 

https://www.law.nagoya-u.ac.jp/ls/FD/ 

上記 URL に掲載されている「名古屋大学法科大学院自己点検・評

価報告書（2017年 4 月～2023年 3 月）」30 頁 

 《学校教育法施行規則 第 172条の２》 

３ 第１項 大学は、次に掲げる教育研究活動等の状況についての情報を公表する

ものとする。 
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No 公表が求められている事項（法令の条文等抜粋） 公表状況（刊行物、ウェブサイト（URL等）） 

４  一 大学の教育研究上の目的及び第百六十五条の二第一項の規定によ

り定める方針に関すること 

名古屋法科大学院ウェブサイト（理念・目的、ディプロマ・ポ

リシー） 

https://www.law.nagoya-u.ac.jp/ls/purport.html 

同（カリキュラム・ポリシー） 

https://www.law.nagoya-u.ac.jp/current-students/ls/ 

同（アドミッション・ポリシー） 

https://www.law.nagoya-u.ac.jp/admissions/about-

postgraduate/index_ls.html 

５  二 教育研究上の基本組織に関すること 名古屋大学ウェブサイト（学部・研究科／研究施設／運営支援組

織など） 

https://www.nagoya-u.ac.jp/sch-list/index.html 

６  三 教育研究実施組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に

関すること 

名古屋大学法科大学院ウェブサイト（教員紹介） 

https://www.law.nagoya-u.ac.jp/ls/teacher.html 

７  四 入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又は修了した者

の数並びに進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関

すること 

名古屋大学法科大学院ウェブサイト（教育課程等の公表事項） 

https://www.law.nagoya-u.ac.jp/admissions/about-

postgraduate/kohyo.html 

８  五 授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画（大学設置

基準第十九条の二第一項（大学院設置基準第十五条において読み替え

て準用する場合を含む。）、専門職大学設置基準第十一条第一項、専門

職大学院設置基準第六条の三第一項、短期大学設置基準第五条の二第

一項及び専門職短期大学設置基準第八条第一項の規定により当該大

学が自ら開設したものとみなす授業科目（次号において「連携開設科

目」という。）に係るものを含む。）に関すること 

名古屋大学法科大学院ウェブサイト（シラバス、学事歴カレンダ

ー、行事予定表等） 

https://www.law.nagoya-u.ac.jp/current-

students/class.html 

９  六 学修の成果に係る評価（連携開設科目に係るものを含む。）及び卒業

又は修了の認定に当たっての基準に関すること 

※No17～18に記載 

10  七 校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関する

こと 

名古屋大学ウェブサイト（キャンパスマップ・東山キャンパス） 

https://www.nagoya-u.ac.jp/contact/map.html 
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No 公表が求められている事項（法令の条文等抜粋） 公表状況（刊行物、ウェブサイト（URL等）） 

同（運動施設・課外活動施設一覧） 

https://www.nagoya-u.ac.jp/about-nu/public-

relations/phamphlets/index.html 

上記 URL に掲載されている「名古屋大学プロフィール 2023」42

頁 

同（福利厚生施設等設置状況） 

https://www.nagoya-

u.ac.jp/academics/others_campuslife/facilities/index.html 

11  八 授業料、入学料その他の大学が徴収する費用に関すること ※No26 に記載 

12  九 大学が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関

すること 

名古屋大学法科大学院ウェブサイト（学習等の支援体制） 

https://www.law.nagoya-u.ac.jp/current-

students/ls/support.html 

13 第２項 専門職大学等及び専門職大学院を置く大学は、前項各号に掲げる事項

のほか、学校教育法第八十三条の二第二項、第九十九条第三項及び第百

八条第五項の規定による専門性が求められる職業に就いている者、当該

職業に関連する事業を行う者その他の関係者との協力の状況について

の情報を公表するものとする。 

名古屋大学法科大学院ウェブサイト（教員紹介） 

https://www.law.nagoya-u.ac.jp/ls/teacher.html 

同（学習等の支援体制） 

https://www.law.nagoya-u.ac.jp/current-

students/ls/support.html 

14 第４項 大学は、前各項に規定する事項のほか、教育上の目的に応じ学生が修

得すべき知識及び能力に関する情報を積極的に公表するよう努めるも

のとする。 

 

※No16 に記載 

 《法科大学院の教育と司法試験等との連携に関する法律第５条》 

15  法科大学院を設置する大学は、当該法科大学院における教育の充実及

び将来の法曹としての適性を有する多様な入学者の確保に資するため、

次に掲げる事項を公表するものとする。 

 

16  一 当該法科大学院の教育課程並びに当該教育課程を履修する上で求

められる学識及び能力 

名古屋大学法科大学院ウェブサイト（教育課程等の公表事項） 
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No 公表が求められている事項（法令の条文等抜粋） 公表状況（刊行物、ウェブサイト（URL等）） 

https://www.law.nagoya-u.ac.jp/admissions/about-

postgraduate/kohyo.html 

17  二 当該法科大学院における成績評価の基準及び実施状況 名古屋大学法科大学院ウェブサイト（教育課程等の公表事項） 

https://www.law.nagoya-u.ac.jp/admissions/about-

postgraduate/kohyo.html 

18  三 当該法科大学院における修了の認定の基準及び実施状況 名古屋大学法科大学院ウェブサイト（教育課程等の公表事項） 

https://www.law.nagoya-u.ac.jp/admissions/about-

postgraduate/kohyo.html 

19  四 当該法科大学院における司法試験法（昭和二十四年法律第百四十

号）第四条第二項第一号の規定による認定の基準及び実施状況 

名古屋大学法科大学院ウェブサイト（教育課程等の公表事項） 

https://www.law.nagoya-u.ac.jp/admissions/about-

postgraduate/kohyo.html 

20  五 当該法科大学院の課程を修了した者の進路に関する状況 名古屋大学法科大学院ウェブサイト（教育課程等の公表事項） 

https://www.law.nagoya-u.ac.jp/admissions/about-

postgraduate/kohyo.html 

21  六 その他文部科学省令で定める事項 ※No23～29に記載 

 《専門職大学院設置基準 第 20条の７》 

22  連携法第五条第六号の文部科学省令で定める事項は、次に掲げるもの

とする。 

 

23 
 

一 入学者選抜における志願者及び受験者の数その他入学者選抜の実

施状況に関すること 

名古屋大学法科大学院ウェブサイト（教育課程等の公表事項） 

https://www.law.nagoya-u.ac.jp/admissions/about-

postgraduate/kohyo.html 

24  二 当該法科大学院に入学した者のうち標準修業年限以内で修了した

者の占める割合及び年度当初に当該法科大学院に在籍した者のうち

当該年度途中に退学した者の占める割合 

名古屋大学法科大学院ウェブサイト（教育課程等の公表事項） 

https://www.law.nagoya-u.ac.jp/admissions/about-

postgraduate/kohyo.html 

25  三 当該法科大学院が開設する授業科目のうち基礎科目若しくは応用

科目又は選択科目として開設するものの名称 

名古屋大学法科大学院ウェブサイト（教育課程等の公表事項） 

https://www.law.nagoya-u.ac.jp/admissions/about-

postgraduate/kohyo.html 



別紙様式１－３－１ 

名古屋大学大学院法学研究科実務法曹養成専攻 

 

No 公表が求められている事項（法令の条文等抜粋） 公表状況（刊行物、ウェブサイト（URL等）） 

26  四 授業料、入学料その他の当該法科大学院が徴収する費用及び修学に

係る経済的負担の軽減を図るための措置に関すること 

名古屋大学法科大学院ウェブサイト（教育課程等の公表事項） 

https://www.law.nagoya-u.ac.jp/admissions/about-

postgraduate/kohyo.html 

27  五 当該法科大学院に入学した者のうち連携法第十条第一号又は第二

号に該当していた者それぞれの占める割合及びこれらの号に該当し

ていた者（当該法科大学院の課程を修了した者又は同課程に在学する

者に限る。）であって、司法試験法（昭和二十四年法律第百四十号）第

一条第一項に規定する司法試験（以下単に「司法試験」という。）を受

けたもののうち当該試験に合格したものの占める割合 

名古屋大学法科大学院ウェブサイト（教育課程等の公表事項） 

https://www.law.nagoya-u.ac.jp/admissions/about-

postgraduate/kohyo.html 

28  六 連携法第六条第一項の認定を受けた同項の法曹養成連携協定（次条

第二項において「認定法曹養成連携協定」という。）の目的となる法科

大学院（以下「認定連携法科大学院」という。）にあっては、当該認定

連携法科大学院に入学した者のうち当該認定連携法科大学院におけ

る教育との円滑な接続を図るための大学の課程（以下「認定連携法曹

基礎課程」という。）を修了して当該認定連携法科大学院に入学した者

の占める割合及び当該認定連携法曹基礎課程を修了して当該認定連

携法科大学院に入学した者（当該認定連携法科大学院の課程を修了し

た者又は同課程に在学する者に限る。）であって、司法試験を受けたも

ののうち当該試験に合格したものの占める割合 

※該当する場合は、別紙様式１－３－２に記載（当様式には記載

不要） 

29  七 当該法科大学院の課程に在学する者であって、司法試験法第四条第

二項の規定により司法試験を受けたものの数及びこれらのもののう

ち当該試験に合格したものの占める割合 

※令和５年度においては、公表対象外 



別紙様式１－３－２ 

名古屋大学大学院法学研究科実務法曹養成専攻 

 

基準１－３ 法科大学院の教育研究活動等に関する情報の公表が適切であること 

 

分析項目１－３－２ 法曹養成連携協定を締結している場合は、法曹養成連携協定に関連して法令により公表が求められている事項を公表していること 

 

【分析の手順】 

・法曹養成連携協定に関連して法令が定める教育研究活動等についての情報を、社会に対し、刊行物の配布、ウェブサイトへの掲載等の方法により広く公表

していることを確認する。 

 

法曹養成連携協定に関連して法令が定める教育研究活動等についての情報の公表状況一覧（別紙様式１－３－２） 

※ 公表状況について、ウェブサイトで公表している場合は、その情報が掲載されているウェブページが直接閲覧できる URL を記載してください。ウェブ

サイト以外で公表している場合は、URLではなく具体的な公表方法を記載してください。 

※ 他の法令等の箇所において記載してもらう場合には、「公表状況」欄において該当 Noを記載しています。 

 

No 公表が求められている事項（法令の条文等抜粋） 公表状況（刊行物、ウェブサイト（URL等）） 

 《専門職大学院設置基準 第 20条の７》 

１ 第１項 

 

 

六 連携法第六条第一項の認定を受けた同項の法曹養成連携協定

（次条第二項において「認定法曹養成連携協定」という。）の目

的となる法科大学院（以下「認定連携法科大学院」という。）に

あっては、当該認定連携法科大学院に入学した者のうち当該認

定連携法科大学院における教育との円滑な接続を図るための大

学の課程（以下「認定連携法曹基礎課程」という。）を修了して

当該認定連携法科大学院に入学した者の占める割合及び当該認

定連携法曹基礎課程を修了して当該認定連携法科大学院に入学

した者（当該認定連携法科大学院の課程を修了した者又は同課

程に在学する者に限る。）であって、司法試験を受けたもののう

ち当該試験に合格したものの占める割合 

名古屋大学法科大学院ウェブサイト（教育課程等の公表事項） 

https://www.law.nagoya-u.ac.jp/admissions/about-

postgraduate/kohyo.html 

 

 



別紙様式１－３－２ 

名古屋大学大学院法学研究科実務法曹養成専攻 

 

No 公表が求められている事項（法令の条文等抜粋） 公表状況（刊行物、ウェブサイト（URL等）） 

 《法曹養成連携協定に関する運用ガイドライン ６ その他法科大学院に求められる事項（１）法科大学院の教育課程等の公表》 

２  ① 教育課程並びに当該教育課程を履修する上で求められる学識

及び能力 

名古屋大学法科大学院ウェブサイト（教育課程等の公表事項） 

https://www.law.nagoya-u.ac.jp/admissions/about-

postgraduate/kohyo.html 

３  ② 成績評価の基準及び実施状況 名古屋大学法科大学院ウェブサイト（教育課程等の公表事項） 

https://www.law.nagoya-u.ac.jp/admissions/about-

postgraduate/kohyo.html 

４  ③ 修了認定の基準及び実施状況 名古屋大学法科大学院ウェブサイト（教育課程等の公表事項） 

https://www.law.nagoya-u.ac.jp/admissions/about-

postgraduate/kohyo.html 

５  ④ 司法試験法第４条第２項第１号の規定による認定の基準及び

実施状況 

名古屋大学法科大学院ウェブサイト（教育課程等の公表事項） 

https://www.law.nagoya-u.ac.jp/admissions/about-

postgraduate/kohyo.html 

６  ⑤ 修了者の進路に関する状況 名古屋大学法科大学院ウェブサイト（教育課程等の公表事項） 

https://www.law.nagoya-u.ac.jp/admissions/about-

postgraduate/kohyo.html 

７  ⑥ 志願者及び受験者の数その他入学者選抜の実施状況に関する

こと 

名古屋大学法科大学院ウェブサイト（教育課程等の公表事項） 

https://www.law.nagoya-u.ac.jp/admissions/about-

postgraduate/kohyo.html 

８  ⑦ 標準修業年限修了率及び中退率 名古屋大学法科大学院ウェブサイト（教育課程等の公表事項） 

https://www.law.nagoya-u.ac.jp/admissions/about-

postgraduate/kohyo.html 

９  ⑧ 法律基本科目のうちの基礎科目及び応用科目並びに各選択科

目にそれぞれ該当する、法科大学院で開設される科目 

名古屋大学法科大学院ウェブサイト（教育課程等の公表事項） 

https://www.law.nagoya-u.ac.jp/admissions/about-

postgraduate/kohyo.html 



別紙様式１－３－２ 

名古屋大学大学院法学研究科実務法曹養成専攻 

 

 

No 公表が求められている事項（法令の条文等抜粋） 公表状況（刊行物、ウェブサイト（URL等）） 

10  ⑨ 授業料等、法科大学院が徴収する費用や修学に係る経済的負担

の軽減を図るための措置 

名古屋大学法科大学院ウェブサイト（教育課程等の公表事項） 

https://www.law.nagoya-u.ac.jp/admissions/about-

postgraduate/kohyo.html 

11  ⑩ 社会人・法学未修者の入学者の割合とそれらの司法試験合格率 名古屋大学法科大学院ウェブサイト（教育課程等の公表事項） 

https://www.law.nagoya-u.ac.jp/admissions/about-

postgraduate/kohyo.html 

12  ⑪ 文部科学大臣が認定した法曹養成連携協定の目的となる連携

法科大学院（以下「認定連携法科大学院」という。）に入学した者

のうち、当該協定の目的となる法曹コース（以下「認定法曹コー

ス」という。）からの入学者の割合とその司法試験合格率 

※令和５年度においては、法曹コースからの入学者の割合のみ公表対

象 

名古屋大学法科大学院ウェブサイト（教育課程等の公表事項） 

https://www.law.nagoya-u.ac.jp/admissions/about-

postgraduate/kohyo.html 

13  ⑫ 在学中受験資格による司法試験の受験者数とその合格率 ※令和５年度においては、公表対象外（在学中受験は令和５年度から

実施されるため） 



別紙様式２－１－１ 

名古屋大学大学院法学研究科実務法曹養成専攻 

基準２－１（重点評価項目） 教育活動等の状況について自己点検・評価し、その結果に基づき教育活動等の質の維持、改善及び向上に継続的に

取り組むための体制が明確に規定されていること  

 

分析項目２－１－１ 法科大学院における教育活動等の質及び学生の学習成果の水準について、継続的に維持、改善及び向上を図るための体制を整備して

いること 

 

【分析の手順】  

・自己点検・評価の実施に責任を持つ組織及び責任者の役職名（大学における最終的な責任者が学長であることを前提として、法科大学院における教育活動

等の質保証に関して最終的な責任をもつ者）が定められていることを確認する。 

・教育課程、入学者の受入れ、施設及び設備、学生支援等について責任を持つ組織と、自己点検・評価の責任者との連携の状況（委員会等の組織の名称と体

制。複数の組織が共同して行う場合はすべてを記載）を確認する。 

 

責任体制等一覧（別紙様式２－１－１） 

確認すべき要素 法科大学院における状況 根拠規定 

自己点検・評価の実施に責任を持つ組織 

LS 自己評価委員会 

名古屋大学法科大学院における教育活動等の

質保証実施要項第 3・第 2 項 

2023 年度委員会［部内］一覧 

自己点検・評価の実施にかかる責任者の役職名 

実務法曹養成専攻長（LS 長） 

名古屋大学法科大学院における教育活動等の

質保証実施要項第 3・第 1 項及び 2 項 

2023 年度委員会［部内］一覧 

教育課程、入学者の受入れ、施設設備、学習支援

等について責任を持つ組織と自己点検・評価の責

任者との連携状況 

 教育課程に責任を持つ組織（LS 学務委員会）、入学

者受入れに責任を持つ組織（LS 入試委員会）、学生支

援に責任を持つ組織（LS 学生生活委員会）、施設設備

の担当者（LS 長）すべてにおいて、LS長が組織の長ま

名古屋大学法科大学院における教育活動等の

質保証実施要項第 3・第 3 項から 7 項、別紙 

2023 年度委員会［部内］一覧 



別紙様式２－１－１ 

名古屋大学大学院法学研究科実務法曹養成専攻 

たは一員となっている他、各委員会の委員の一部が相

互に他の委員会の構成員となっている。 

 具体的な連携体制については、名古屋大学法科大学

院における教育活動等の質保証実施要項（2-1-1-01）

及びその別紙「本法科大学院における教育内容・教育

方法の改善・充実計画」が定められ、質保証体制の下

での授業評価アンケートや教育改善研究集会（教員学

生は基本的に全員出席）などを利用した具体的な授業

改善プロセスが明示されている。連携協議会における

意見なども教授会に報告後、院長が各委員会に改善・

向上活動の実施を指示する。 

 



別紙様式２−１−２ 
名古屋⼤学⼤学院法学研究科実務法曹養成専攻 

基準２－１（重点評価項目） 教育活動等の状況について自己点検・評価し、その結果に基づき教育活動等の質の維持、改善及び向上に継続的に

取り組むための体制が明確に規定されていること 
 

分析項目２－１－２ 教育課程連携協議会が設けられていること 

 

【分析の手順】  

・関係法令に則して教育課程連携協議会が設置されていることを確認する。 

 

教育課程連携協議会の規程上の開催頻度と前年度における開催実績一覧（別紙様式２－１－２） 

規程上の開催頻度 前年度における開催実績 

原則年 1 回、その他必要があれば随時（名古屋大学大学院法学研究科実務法

曹養成専攻教育課程連携協議会の運営に関する申し合わせ第 1）。 

 

2023 年 3 月 6 日（月）17 時より 1 時間開催（2022 年度名古屋大学法科大

学院教育課程連携協議会議事録参照）。 

 

 

 



別紙様式２－２－１ 

名古屋大学大学院法学研究科実務法曹養成専攻 

基準２－２（重点評価項目） 教育活動等の状況について自己点検・評価を行うための手順が明確に規定され、適切に実施されていること  

 

分析項目２－２－１ 自己点検・評価を実施するための評価項目が適切に設定されていること 

 

【分析の手順】  

・自己点検・評価を実施するための評価項目が各法科大学院の実情に応じて適切に設定され、これに基づき自己点検・評価を行う手順が明確化されているこ

とを確認する。 

   

分析項目２－２－２ 自己点検・評価に当たっては、具体的かつ客観的な指標・数値を用いて教育の実施状況や教育の成果が分析されていること 

 

【分析の手順】  

・自己点検・評価の実施に当たり、各評価項目において、司法試験合格率、共通到達度確認試験の成績、標準修業年限内修了率、留年率等の具体的かつ客観

的な指標・数値を用いて分析が行われていることを確認する。 

 

分析項目２－２－３ 自己点検・評価に当たっては、共通到達度確認試験の成績等も踏まえ、法学未修者に対する教育の実施状況及び教育の成果が分析さ

れていること 

 

【分析の手順】  

・共通到達度確認試験の成績等を踏まえて法学未修者の教育の実施状況について点検・評価を実施していることを確認する。 

 

 

基準２－４（重点評価項目） 教育活動等の状況についての自己点検・評価に基づき教育の改善・向上の取組が行われていること  

 

分析項目２－４－１ 教育活動等の状況についての自己点検・評価の結果を踏まえて決定された対応措置の実施計画について、計画に基づいて取組がなさ

れ、実施された取組の効果が検証されていること 

 

【分析の手順】 

・教育活動等の状況についての自己点検・評価の結果を踏まえて決定された対応措置の実施計画について、実施状況及び成果を確認する。 



別紙様式２－２－１ 

名古屋大学大学院法学研究科実務法曹養成専攻 

 

自己点検・評価の実施状況が確認できる資料（過去５年分）（別紙様式２－２－１） 

組織の名称 
自己点検・評価において改善・向上等の対応措置が必要とされた事項 

対応計画 
計画の 

進捗状況 

前回評価の

指摘事項 年月 評価項目 内容 分析の状況 

法学研究科

教授会（以

下「教授

会」とい

う。） 

18 年

7 月 

【学生の受入れ・国立

大学法人評価対応】平

成 29 事業年度に係る実

績に関する報告書  

収容定員充足率が

47.0％であり、国立大学

法人評価委員会の示す充

足率（90％以上）を大き

く下回っている。 

慢性的な定員割れは全

国の多くの法科大学院

と同様の状況である

が、入学者の質を優先

し、定員未充足状態と

なっている。 

2018 年度入試（2017

年実施）から第二次

募集実施時期を前倒

しし、他の法科大学

院に先んじて入学者

を確保する用努めた

結果、入学者が若干

増加した。今後も同

様の措置を継続す

る。【担当部署：LS

入試委員会】 

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

（    ） 

☐ 

教授会 18 年

9 月 

【教育課程及び教育領

方法域・加算プログラ

ム評価対応】評価項目

基準時点の設定 

①司法試験合格率（全

体）、②修了者（全体）

の標準修業年限修了

率、③法曹コース登録

者数、④司法試験合格

率（未修）、⑤未修コー

ス修了者標準修業年限

修了率、⑥南山大学法

科大学院との共同開講

18 年度自体（⑥⑦⑧）

18 年 3 月（②⑤）、9 月

（①③④）を基準に評価

項目を設定した。 

改善・向上のため、本

年度実績を基準に評価

項目を定めた。 

各基準に則して点

検・評価を行うこと

とした。 

〔評価コメント対

応〕KPI設定の根拠

について次年度の

報告書にて追加説

明を行う。 

【担当部署：LS学務

委員会・LS自己点検

委員会】 

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

（    ） 

☐ 
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科目数、⑦総合問題演

習受講率、⑧海外派遣

実績・関連科目受講者

数 

〔評価コメント〕KPI

設定の根拠について次

年度以降に補足説明を

行ってほしい。 

教授会 18 年

10 月 

【教育課程及び教育方

法領域】平成 30年司法

試験結果及び分析報告 

平成 30 年司法試験結果

につき、主要法科大学院

との比較しつつ分析がな

された。 

これまでの低迷状況か

ら抜け出し、合格率は

改善傾向にある。 

現在の取組みの大枠

に従って合格率の改

善傾向を維持する。

【担当部署：LS学務

委員会】 

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

（    ） 

☐ 

教育改善研

究集会 

18 年

11 月 

【教育課程及び教育方

法領域】司法試験合格

者体験談 

 

今年度司法試験につい

て、合格者に体験談を語

ってもらい、授業実施や

自習のやり方などについ

て情報提供を行った。 

授業の重要性やその効

率的な受講の仕方とい

った諸点が示された。 

体験談を踏まえ、教

員学生共々授業方法

や受講の仕方などを

工夫することとされ

た。 

【担当部署：LS学務

委員会】 

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

（    ） 

☐ 

教授会 19 年

2 月 

【教育課程及び教育方

法領域・法科大学院認

証評価対応】平成 30年

度実施法科大学院認証

評価・評価報告におけ

る指摘事項（改善すべ

き事項） 

①一部科目で法科大学院

の成績分布ルールと異

なる分布での成績評価

が行われている、②1

科目において成績評価

における考慮要素の内

訳がシラバス上不明

ルールの徹底とチェッ

クが不十分であるとの

指摘がなされた。 

①③教授会におい

て、成績分布ルー

ル・平常点の実質

化についての周知

を図るとともに、

成績評価後に LS 学

務委員会が成績分

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

（    ） 

 
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確、③1 科目で平常点

がほぼ一律満点となっ

ている。 

布等をさらに厳密

にチェックするこ

ととされた。②に

ついても教授会で

シラバスの書き方

につき改めて周知

を図り、かつ公開

前のシラバスにつ

き学務委員会のチ

ェックが行われる

こととされた。 

【担当部署：LS学務

委員会】 

教授会 19 年

6/7 月 

【学生の受入れ・国立

大学法人評価対応】平

成 30 事業年度に係る実

績に関する報告書 ≪指

定国立大学法人≫ 

収容定員充足率が

46.4％であり、国立大

学法人評価委員会の示

す充足率（90％以上）

を大きく下回ってい

る。 

慢性的な定員割れは全

国の多くの法科大学院

と同様の状況である

が、入学者数は若干回

復している。その理由

として「法科大学院進

学特別コース」受講生

の進学が堅調であるこ

とが大きい。 

2019 年度学部入学者

から、「法科大学院

進学特別コース」

を改編した「法曹

コース」を設置

し、入学者の質を

確保しつつ、定員

充足を改善する予

定である。 

【担当部署：LS入試

委員会】 

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

（    ） 

☐ 
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教授会 19 年

10 月 

【教育課程及び教育方

法領域】令和元年司法

試験結果及び分析報告 

令和元年司法試験結果に

つき、主要法科大学院

との比較しつつ分析が

なされた。 

合格率は引き続き改善

傾向である。 

現在の取組みの大枠

に従って合格率の

改善傾向を維持す

る。 

【担当部署：LS学務

委員会】 

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

（    ） 

☐ 

教授会 19 年 

10 月 

【教育課程及び教育方

法領域・加算プログラ

ム評価対応】①19 年

司法試験合格率（全

体）、②18 年修了者

（全体）の標準修業年

限修了率、③法曹コー

ス登録者数、④19 年

司法試験合格率（未

修）、⑤18年未修コー

ス修了者標準修業年限

修了率、⑥南山大学法

科大学院との共同開講

科目数、⑦総合問題演

習受講率、⑧海外派遣

実績・関連科目受講者

数 

〔評価コメント〕南山

大学との連携につき、

特に南山側の効果を分

析してほしい。 

②⑤⑥については、目標

値に届かなかった。 

①③④⑦⑧については、

目標値を達成した。 

 

②⑤の目標値不達はい

ずれも未修者に関する

事柄であり、未修者教

育が困難を抱えてい

る。 

⑥については共同開講

に関する相手校との協

議が進んでいない点に

原因がある。 

②⑤については、1

年次配当科目担当教

員と実定法基礎担当

教員の連絡を密にす

るなど、教育モデル

の確実な実施を今一

度確認することとし

た。 

⑥については、実定

法基礎の共同開講に

関する協議を行うこ

ととした。 

〔評価コメント 対

応〕南山大学との

協議・結果分析を

行う。 

【担当部署：LS学務

委員会】 

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

（    ） 

☐ 
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教育改善研

究集会 

19 年

11 月 

【教育課程及び教育方

法領域】司法試験合格

者体験談 

 

（合格率自体は加算プロ

グラム目標値を達成し

た）今年度司法試験につ

いて、合格者に体験談を

語ってもらい、授業実施

や自習のやり方などにつ

いて情報提供を行った。 

授業の重要性やその効

率的な受講の仕方とい

った諸点が示された。 

体験談を踏まえ、教

員学生共々授業方法

や受講の仕方などを

工夫することとされ

た。 

【担当部署：LS学務

委員会】 

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

（    ） 

 

教授会 

 

20 年 

2 月  

【教育課程及び教育方

法領域】第 1 回共通到

達度確認試験結果報告 

 

本学の受験者は全国平均

を 3 点下回っており、

憲民刑すべてにおいて

少しずつ全国平均点を

下回っている。 

 

憲民刑全体につき基本

的知識を正確にインプ

ットし、整理するとい

う作業が不十分であ

る。 

 

春休み中における基

本的知識の正確なイ

ンプットを受験者に

促した。 

【担当部署：LS学務

委員会】 

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

（    ） 

☐ 

教授会 20 年 

3 月 

【教育課程及び教育方

法領域】2019 年度法

科大学院教育課程連携

協議会報告 

①法曹コース設置に伴う

成績格差の懸念、②司

法試験実施時期変更に

伴う授業実施時期・勉

強会の検討が必要にな

る 

①格差の可能性は存在

する、②指摘の点につ

いて検討する必要があ

る。 

①法曹コース進学者

の成績を見なが

ら、対処法を考え

ていきたい、②前

倒しして検討を開

始する。 

【担当部署：LS学務

委員会】 

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

（    ） 

☐ 

教授会 20 年

7 月 

【学生の受入れ・国立

大学法人評価対応】平

成 31 事業年度に係る

業務の実績及び第 3 期

中期目標期間（平成

28〜31 事業年度）に

係る業務の実績に関す

収容定員充足率が

60.0％であり、国立大

学法人評価委員会の示

す充足率（90％以上）

を大きく下回ってい

る。 

慢性的な定員割れは全

国の多くの法科大学院

と同様の状況である

が、昨年同様、入学者

数は若干回復してい

る。その理由として

「法科大学院進学特別

2019 年度学部入学者

から、「法科大学院

進学特別コース」を

改編した「法曹コー

ス」を設置し、入学

者の質を確保しつ

つ、定員充足を改善

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

（    ） 

☐ 
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る報告書 コース」受講生の進学

が堅調であることが大

きいことも同様であ

る。 

する予定である。

【担当部署：LS入試

委員会】 

教育改善研

究集会 

20 年

11 月 

【教育課程及び教育方

法領域】遠隔授業に関

するアンケート結果 

 

コロナ禍で急遽対応が必

要となった遠隔授業実施

に関する学生アンケート

結果を分析した。学生か

らは、①対面遠隔授業の

要望が高いこと、②個別

の要望は様々であるが、

おおむね現状の遠隔授業

に満足していることが明

らかになった。 

通学時間がなく効率的

など遠隔授業への満足

度が予想以上に高かっ

たが、配信のない授業

（自習して設問に答え

る）については厳しい

意見も見られた。 

個別意見も含めて教

員に結果を周知し、

遠隔授業の方法につ

いてさらなる改善を

求めた。 

【担当部署：LS学務

委員会】 

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

（    ） 

☐ 

教授会 20 年 

12 月 

【教育課程及び教育方

法領域・加算プログラ

ム対応】①20 年司法試

験合格率（全体）、②19

年修了者（全体）の標

準修業年限修了率、③

法曹コース登録者数、

④20 年司法試験合格率

（未修）、⑤19 年未修

コース修了者標準修業

年限修了率、⑥南山大

学法科大学院との共同

開講科目数、⑦総合問

⑥については、目標値に

届かなかった。 

①③④⑤⑦⑧について

は、目標値を達成し

た。 

②については、目標値を

大幅に上回った。 

⑥については実定法基

礎の共同開講に関する

協議が不調に終わっ

た。 

⑥については、1 度

に 4 科目を増加させ

て目標値を達成する

ことは困難なので、

来年度 1 科目（総合

問題演習（公法））、

再来年度 2 科目の開

講を増やすよう、相

手校との調整を図っ

た。 

〔評価コメント対

応〕法整備支援活動

について、コロナ禍

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

（    ） 

☐ 
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題演習受講率、⑧海外

派遣実績・関連科目受

講者数 

〔評価コメント〕法整

備支援活動の拠点校と

して、南山大学と連携

しつつ具体的成果が必

要。 

でも実施できる施策

を確実に行う。 

【担当部署：LS学務

委員会】 

教授会 21 年

2 月 

【教育課程及び教育方

法領域】令和 2 年司法

試験結果及び分析報告 

令和 2 年司法試験結果に

つき、主要法科大学院と

の比較しつつ分析がなさ

れた。 

合格率は改善傾向であ

るが、主要校の中では

中位グループの最後に

留まる。 

コロナ禍の影響はあ

るが、現在の取組み

の大枠は誤っていな

いと考えられる。 

【担当部署：LS学務

委員会】 

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

（    ） 

☐ 

教授会 21 年 

2 月 

【教育課程及び教育方

法領域】第 2 回共通到

達度確認試験結果 

本学の受験者は全国平均

レベルであり、昨年度

と比較すると改善傾向

にある。 

 

各法律基本科目におけ

る択一問題演習の機会

付与の取組みの効果が

出始めている可能性あ

り。 

 

第 1 回後と同様、春

休み中における基本

的知識の正確なイン

プットを受験者に促

した。 

【担当部署：LS学務

委員会】 

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

（    ） 

☐ 

教授会 21 年 

3 月 

【教育課程及び教育方

法領域】2020 年度法

科大学院教育課程連携

協議会報告 

①未修者と②1 年目合格

率のさらなる改善が望

まれる。 

①未修者の論述能力、

②自主勉強不足が原因

ではないか 

①未修者の書く力を

養成するよう、関係

教員に周知する、②

学生の自主ゼミや勉

強会などの自主学習

を促進する環境作り

を行う。 

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

（    ） 

☐ 
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【担当部署：LS学務

委員会】 

教授会 21 年

6 月 

【学生の受入れ・国立

大学法人評価対応】令

和２事業年度に係る業

務の実績に関する報告

書 

収容定員充足率が

61.3％であり、国立大

学法人評価委員会の示

す充足率（90％以上）

を大きく下回ってい

る。 

慢性的な定員割れは全

国の多くの法科大学院

と同様の状況である

が、志願者減に歯止め

がかかり、定員未充足

状態の改善が見られ

る。 

2022 年度入試（2021

年実施）から特別選

抜 2 種類（５年一貫

型教育選抜及び社会

人・他学部出身者選

抜）を実施すること

とした。 

【担当部署：LS入試

委員会】 

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

（    ） 

☐ 

教授会 21 年 

10 月 

【教育課程及び教育方

法領域・加算プログラ

ム評価対応】①21 年司

法試験合格率（全体）、

②20 年修了者（全体）

の標準修業年限修了

率、③法曹コース登録

者数、④21 年司法試験

合格率（未修）、⑤平成

20 年未修コース修了者

標準修業年限修了率、

⑥南山大学法科大学院

との共同開講科目数、

⑦総合問題演習受講

③⑥については、目標値

に届かなかった。 

①②④⑤⑦⑧について

は、目標値を達成し

た。 

 

③については周知不足

である。 

⑥については総合問題

演習（公法）の共同開

講を開始したが、知的

財産法の共同開講が終

了したため、共同開講

科目が増加しなかっ

た。 

③については、法曹

コース説明会を複数

回実施することで周

知徹底した。 

⑥については前年度

の予定通り（目標値

には届かないが）2

科目（消費者法、刑

事学）の追加開講を

決定した。昨年度時

点の予定通り、次年

度はさらに 2 科目

（ビジネス・プラン

ニング、医療と法）

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

（    ） 

☐ 
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率、⑧海外派遣実績・

関連科目受講者数 

〔評価コメント〕①共

同開講科目数の増加、

②「日本法講師体験」「法整

備支援演習」の履修者低迷に

ついて改善策が必要。 

の追加開講を決定す

ることにより、最終

目標を確実に達成す

る。 

〔評価コメント対

応〕①南山大学との

協議の結果、共同開

講科目数は目標値通

り 7 科目達成の見込

みとなった、②「日

本法講師体験」「法整備

支援演習」の履修者低迷

についてコロナ禍の状況

や新司法試験実施時期を

見ながら改善に取り組む

こととした。 

【担当部署：LS学務

委員会・〔法曹コー

ス運営委員会（法学

部）〕】 

教育改善研

究集会 

21 年

10 月 

【教育課程及び教育方

法領域】令和 3 年司法

試験の結果を踏まえた

学務上の課題／司法試

験合格者体験談 

 

（それ自体は比較的好調

で加算プログラム目標

値も達成していた）司

法試験結果と LS学業成

績との相関性が分析さ

れた。 

相関性が有意であり、

LS 成績における GPAご

との合格可能性が示さ

れた。 

LS 教育の重要性と有

効性を改めて教員学

生に周知したうえ

で、司法試験合格者

による体験段を披露

してもらった。 

【担当部署：LS学務

委員会】 

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

（    ） 

☐ 
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教授会 22 年

1 月 

【教育課程及び教育方

法領域】令和元〜3 年

司法試験結果及び分析

報告 

令和 3 年司法試験結果に

つき、受験回数別合格

率、短答・論文の得点

率と合格率の相関の分

析がなされた。 

受験回数が多くなれば

なるほど合格率が下が

る傾向があり、修了生

支援が合格率向上に不

可欠とされた。 

同窓会など関係諸団

体と協議を経たうえ

で、修了生向けの勉

強会を企画すること

とされた。 

【担当部署：LS学務

委員会・LS就職・キ

ャリア支援委員会】 

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

（    ） 

☐ 

教授会 22 年 

2 月 

【教育課程及び教育方

法領域】第 3 回共通到

達度確認試験結果報告 

本学の受験者は全科目合

計で全国平均を 3 点下

回っており、憲刑の 2

科目はそれぞれ少しず

つ全国平均を下回って

いる。 

各法律基本科目におけ

る択一問題演習の機会

付与の取組みの再確認

を行う。 

春休み中における基

本的知識の正確なイ

ンプットを再度受験

者に促した。 

【担当部署：LS学務

委員会】 

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

（    ） 

☐ 

教授会 22 年 

3 月 

【教育課程及び教育方

法領域】2021 年度法科

大学院教育課程連携協

議会報告 

①授業時間以外の自習時

間の確保、②今後の授

業運営方針（対面／遠

隔）、③未修者へのフォ

ローをどうするか。 

①全国的な学生の質の

低下も一つの要因と考

えられる、②対面実施

の要望は一定数ある、

③純粋未修者が少な

く、一律のフォローは

なかなか困難である。 

①同窓会等の力を借

りながら、学修に対

する啓発を行う、②

全国／学内的な対応

作に合わせる形で柔

軟に対応する、③未

修者の教育的背景を

踏まえた上での新た

な支援策を検討す

る。 

【担当部署：LS学務

委員会】 

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

（    ） 

☐ 
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教授会 22 年

4 月 

【学生の受入れ領域・

機関別認証評価対応】

令和３年度実施大学機

関別認証評価報告書 

平成 29〜令和 3 年度の

実入学者が入学定員を

大幅に下回っている

（0.68 倍）。 

法科大学院一般として

定員割れ傾向はある

が、多様な入試制度を

展開することにより、

質の高い入学者を定員

分確保することは可能

である。 

2022 年度入試（2021

年実施）から特別選

抜 2 種類（５年一貫

型教育選抜及び社会

人・他学部出身者選

抜）を実施し、同年

度入試では定員を確

保した。 

【担当部署：LS入試

委員会】 

☐ 検討中 

 対応中 

☐ 対応済 

☐ その他 

（    ） 

☐ 

教授会 22 年

9 月 

【教育課程及び教育方

法領域】令和 4 年司法

試験結果分析報告 

令和 4 年司法試験結果に

つき、主要法科大学院

との比較しつつ分析が

なされ、司法試験合格

率の著しい低下が報告

された。 

コロナ禍による対面受

講／試験を実施できな

かったことが大きな要

因と考えられるが、さ

らに分析が必要であ

る。 

各指標を分析し、教

育改善研究集会にて

その要因分析を教員

学生に周知すること

とされた。 

【担当部署：LS学務

委員会】 

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

（    ） 

☐ 

教授会 22 年

10 月 

【教育課程及び教育方

法領域・加算プログラ

ム評価対応】①22 年司

法試験合格率（全体）、

②21 年修了者（全体）

の標準修業年限修了

率、③法曹コース登録

者数、④5 年一貫型教

育選抜入学者数、⑤22

年司法試験合格率（未

修）、⑥21 年未修コー

①②④⑤⑧については目

標値に届かなかった。 

③については目標値を大

幅に下回る。 

⑥⑦⑨については、目標

値を達成した。 

①②④⑤⑧はいずれ

も、コロナ禍によりほ

ぼ 2 年間対面受講／試

験を実施できなかった

ことが大きな要因と分

析されている。 

③についてはコロナ禍

で入学し大学に通学で

きなかった最初の学年

にあたるため、学習意

欲の減退により法曹コ

①②④⑤⑧は、これ

までに実績から授業

の対面実施によりい

ずれも回復が見込め

ると予想される。 

③についても、学部

授業の対面実施再開

により、やはり回復

が見込めると予想さ

れる。 

〔評価コメント対

☐ 検討中 

 対応中 

☐ 対応済 

☐ その他 

（    ） 

☐ 
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ス修了者の標準修業年

限修了率、⑦南山大学

法科大学院との共同開

講科目数、⑧総合問題

演習受講率、⑨海外派

遣実績・関連科目受講

者数 

〔評価コメント〕法曹

コースの取組の促進 

ース登録者数が激減し

たと分析されている。 

応〕法曹コース運営

委員会とも連携して

しっかり取組を進め

る。 

【担当部署：LS学務

委員会・〔法曹コー

ス運営委員会（法学

部）〕】 

教育改善研

究集会 

22 年

11 月 

【教育課程及び教育方

法領域】令和 4 年度司

法試験の結果と分析 

今年度の本法科大学院修

了生の司法試験結果（既

修・未修・全体）が前年

度結果と比較して急激に

下落した原因や司法試験

内容の変動などを、ほぼ

全科目について分析・報

告し、意見交換等を行っ

た。 

①当年度の短答式試験

の成績が悪いのは準備

不足である、②論文式

について科目ごとに

種々問題があるが

（「名大修了生は短答

式には弱いが論文式に

強い」という認識の妥

当性も問われた）、コ

ロナ禍により、時間を

決め、対面で答案作成

を行う機会が欠如して

いることが理由の一端

とされた。 

①については改めて

教員学生ともに対策

を取ることを確認し

た。②については、

対面授業全面再開に

より、状況が改善さ

れるものと見込まれ

るが、現在の修了生

についてはその機会

がないため、「修了

生勉強会」を設置・

支援することとされ

た。 

【担当部署：LS学務

委員会・LS就職・キ

ャリア支援委員会】 

☐ 検討中 

 対応中 

☐ 対応済 

☐ その他 

（    ） 

☐ 

教授会 23 年 

3 月 

【教育課程及び教育方

法領域】第 4 回共通到

達度確認試験結果報告 

本学の受験者は全科目そ

れぞれ及び合計で全国平

均を上回っている（合計

各法律基本科目におけ

る択一問題演習の機会

付与の取組みの効果が

今後も引き続き学修

をすすめるよう、受

験者に促した。 

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ 
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では 3 点上回ってい

る）。 

出始めている可能性あ

り。 

【担当部署：LS学務

委員会】 

☐ その他 

（    ） 

教授会 23 年 

3 月 

【教育課程及び教育方

法領域】2022 年度法科

大学院教育課程連携協

議会報告 

①司法試験合格率・標準

修業年限修了率の低下、

②名大法曹コースからの

入学者がいない。 

①コロナ禍による対面

答案作成機会の喪失な

どが原因と考えられ

る、②法曹コース生の

負担緩和などの対策が

必要とされた。 

①学期末試験や授業

の対面実施方式への

復帰、修了生勉強会

の実施、②法曹コー

ス生の負担軽減では

なく、その質を維持

する形の法曹養成演

習の開講時期の早期

化で対応を検討すべ

きとされた。 

【担当部署：LS学務

委員会・〔法曹コー

ス運営委員会（法学

部）〕】 

☐ 検討中 

 対応中 

☐ 対応済 

☐ その他 

（    ） 

☐ 

教授会 23 年

3 月 

【全領域】名古屋大学

法科大学院における教

育活動等の質保証実施

要項の制定について 

本法科大学院ではすでに  

「本法科大学院における

教育内容・教育方法の改

善・充実計画」を定め、

組織的 FD の基本方針や

授業評価アンケートの実

施要綱などを整備してい

たが、上記計画の法的位

置づけが明確ではなかっ

た。 

 

教育活動等の質保証に

つき、法的根拠や位置

づけを整理し、現行制

度を明文化するための

統一的な規程を置くこ

とが適当とされた。 

教授会において、

「名古屋大学法科大

学院における教育活

動等の質保証実施要

項」を定め、自己点

検・評価に関する統

一的な定めが設けら

れた。【担当部署・

自己評価委員会】 

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

（    ） 

 
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教授会 23 年

3 月 

【教育課程及び教育方

法領域】【学生の受入れ

領域】法学研究科教育

研究アセスメント委員

会（外部評価委員会）

報告書 

定員未充足及びさらなる

司法試験合格者の増加が

問題となった。 

定員充足率は順調に改

善している。合格率の

増加については未修者

合格率の向上が重要。 

未修者合格率につい

ては、授業録画

（DaALps）による提

供、じゃくてん定期

便、短答式を意識し

た小テストなど現在

の取組みを継続す

る。 

【担当部署：LS学務

委員会】 

☐ 検討中 

 対応中 

☐ 対応済 

☐ その他 

（    ） 

☐ 

※指摘事項、意見など、自己点検・評価において、改善・向上等の対応措置が必要と確認された事項すべてについて記載してください。 

※「組織の名称」の欄は、自己点検・評価委員会、教授会、ＦＤ委員会等の組織の名称を記載してください。 

※「年月」の欄は、自己点検・評価において確認された年月を記載してください。 

※「計画の進捗状況」の欄は、該当する状況に☑してください。 

※「前回評価の指摘事項」の欄は、本評価時に「改善すべき点」として指摘された事項に該当する場合、☑してください。 
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基準２－３（重点評価項目）　法科大学院の目的に則した人材養成がなされていること

【分析の手順】

司法試験の合格状況（別紙様式２－３－１）

各年度における司法試験合格状況

法学未修者 法学既修者 計 法学未修者 法学既修者 計 法学未修者 法学既修者 計 数値 数値の説明

2022年度 27 25 52 3 11 14 11.11% 44.00% 26.92% 未修者21.3％、既修者47.7％ 全法科大学院平均合格率

2021年度 28 27 55 8 17 25 28.57% 62.96% 45.45% 未修者18.2％、既修者45.4％ 全法科大学院平均合格率

2020年度 24 33 57 6 17 23 25.00% 51.51% 40.35% 未修者17.6％、既修者43.7％ 全法科大学院平均合格率

2019年度 33 34 67 8 17 25 24.24% 50.00% 37.31% 未修者15.6％、既修者40.0％ 全法科大学院平均合格率

2018年度 51 44 95 14 15 29 27.45% 34.09% 30.52% 未修者15.5％、既修者33.2％ 全法科大学院平均合格率

上記のうち、法曹養成連携協定の特別選抜枠による進学者に係る状況 ※令和５年度は対象外

2022年度 0.00%

2021年度 0.00%

2020年度 0.00%

2019年度 0.00%

2018年度 0.00%

（注）
　　
１．「○（年度）」には評価実施年度の前年度を記入し、当該年度を起点とした過去５年度分の実績について記入してください。

２．「受験者数」、「合格者数」欄には、司法試験が実施された各年度における、下記の状況が分かるよう記入してください。

　　・５年の評価期間中に実施される各年度の司法試験について、当該法科大学院の修了を受験資格として司法試験を受験した者に対する司法試験を合格した者の割合

３．「合格率」欄には、「合格者数」を「受験者数」で割った値（小数点第５位を切り捨て）が自動表示されます。

　　（例：合格者数が13人、受験者数が74人の場合には、13÷74＝0.17567・・・≒0.1756となり、『17.56％』で表示されます。）

４．「基準ごとの分析を行った際に比較した合格率」欄には、分析を行った際に比較した合格率の数値と、数値の説明（全法科大学院の平均合格率、

　　当該法科大学院の過去５年間の平均合格率等）を記入してください。

・法曹養成連携協定を締結し、文部科学大臣の認定を受けている場合は、特別選抜により連携法科大学院に進学した認定連携基礎課程からの進学者（法学部３年次終了後に早期卒業により法学既修者として入学し
た者や、それ以外の者も含む。）の司法試験の合格率についても算出し、法曹養成連携協定締結時に目標として設定した合格率と比較し、適切な状況にあることを確認する。

法曹養成連携協定締結時に
目標として設定した合格率受験者数 合格者数 合格率司法試験実施年度

受験者数

分析項目２－３－１　修了者（在学中に司法試験を受験した在学生を含む。）の司法試験の合格状況が、全法科大学院の平均合格率等を踏まえて適切な状況にあること

基準ごとの分析を行った際に
比較した合格率

合格者数 合格率

司法試験実施年度

・上記手順において適切な状況にあるとは言えない場合は、直近５年間の未修者・既修者別を含む司法試験の合格率と当該法科大学院が自ら目標として設定している合格率を比較し、適切な状況にあることを
確認する。

・直近５年間の未修者・既修者別を含む司法試験の合格率を算出し、全法科大学院の平均合格率と比較して適切な状況にあることを確認する。



別紙様式２－３－１ 名古屋大学大学院法学研究科実務法曹養成専攻

修了年度別修了者における司法試験合格状況

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 計

2021年度 31 8 8

2020年度 31 12 4 16

2019年度 28 13 6 2 21

2018年度 17 7 3 1 0 11

2017年度 25 10 4 3 1 0 18 56.06%

（注） １．「○（年度）」には評価実施年度の前年度を記入し、当該年度を起点とした過去５年度分の実績について記入してください。

２．「修了者数」欄には、司法試験を受験しなかった者を含めて、当該年度に修了した者の人数を記入してください。

３．「合格者数」欄には、各修了年度における修了者のうち、司法試験に合格した者の人数を記入してください。

合格率

合格者数

司法試験実施年度修了者数修了年度



別紙様式２－５－１ 名古屋大学大学院法学研究科実務法曹養成専攻

基準２－５　教員の質を確保し、さらに教育活動を支援又は補助する者も含め、その質の維持及び向上を図っていること

【分析の手順】

教員の採用・昇任の状況（過去５年分）（別紙様式２－５－１）

教授 准教授 講師 助教 教授 准教授 講師 助教 教授 准教授 講師 助教 教授 准教授 講師 助教 教授 准教授 講師 助教

研究者 研・専 1 1

実務家 実・専 1

実務家・みなし 実・み 2 1

兼務研究者

兼務実務家

兼担 1 1 1 1

兼任 7 11 9 9

0 0 0 0 1 0 7 0 1 0 11 0 3 2 9 0 1 2 9 0

教授 准教授 講師 助教 教授 准教授 講師 助教 教授 准教授 講師 助教 教授 准教授 講師 助教 教授 准教授 講師 助教

研究者 研・専 1 1 1 1

実務家 実・専

実務家・みなし 実・み

兼務研究者

兼務実務家

兼担 1 1

兼任

1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

（注） １．評価実施年度の５月１日現在で記入してください。

２．「専任教員」欄の「実・み」については実務家みなし専任教員（年間４単位以上の授業を担当し、かつ、法科大学院のカリキュラム編成等の運営に責任を有する者）数、「専・他」については

　　法科大学院の専任ではあるが、他の学部・大学院の専任教員数を記入してください。

・教員の担当する授業科目が、各教員の知識、能力、実績等に応じて決定されていることを確認する。

・採用・昇任時の教育上の指導能力に関する評価の実施状況を確認する。

・教員の任用や昇任等に際し、職階ごとに求める教育上、研究上又は実務上の知識、能力又は実績の基準を定めていることを確認する。

分析項目２－５－１　教員の任用及び昇任等に当たって、教育上、研究上又は実務上の知識、能力及び実績に関する判断の方法等を明確に定め、実際にその方法によって任用、昇任させていること

昇任

専任
教員

兼担教員

兼任教員

採用

専任
教員

兼担教員

兼任教員

専・他

専・他

分類

分類

合計

2023年度 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度

合計



別紙様式２－５－２ 

名古屋大学大学院法学研究科実務法曹養成専攻 

基準２－５ 教員の質を確保し、さらに教育活動を支援又は補助する者も含め、その質の維持及び向上を図っていること 

 

分析項目２－５－２ 法科大学院の専任教員について、教員の教育活動及び教育上の指導能力に関する評価を継続的に実施していること 

 

【分析の手順】 

・教員の教育活動及び教育上の指導能力に関する評価の継続的（定期的）な実施について、規則等で規定していることを確認する。 

 

教員評価の実施状況（直近３回程度）（別紙様式２－５－２） 

評価実施年度 評価対象者数 評価結果の概要 

2022年度 10名 

特に優れている：2名 

優れている：7名 

良好：1名 

要努力：0名 

2021年度 13名 

特に優れている：2名 

優れている：9名 

良好 2名： 

要努力：0名 

2020年度 13名 

特に優れている：2名 

優れている：7名 

良好：4名 

要努力：0名 

 



別紙様式２－５－３ 

名古屋大学大学院法学研究科実務法曹養成専攻 

基準２－５ 教員の質を確保し、さらに教育活動を支援又は補助する者も含め、その質の維持及び向上を図っていること 

 

分析項目２－５－３ 授業の内容及び方法の改善を図るためのファカルティ・ディベロップメント（ＦＤ）を組織的に実施していること 

 

【分析の手順】  

・ＦＤの実施内容・方法（教育方法等の研究・研修、教員相互の授業参観等）及び実施状況（教員参加状況を含む。）を確認する。ＦＤの実施に当たっては、

教育課程方針に則した授業及び成績評価が実施されるよう、成績評価基準の内容や各授業科目の到達目標についての認識の共通化が図られていることを

確認する。 

 

ＦＤの実施内容・方法及び実施状況一覧（別紙様式２－５－３） 

取組 主催 実施内容・方法 （年・月） 参加者数 

教員 FD 法科大学院（教育改善委員会） LS 教員 FD 集会（2023 年 2 月） 

61 人（オンタイム参

加者。ほか 41 名が

録画視聴対象者） 

シラバス FD 法学研究科 2023 年度シラバス入力研修（2023 年 1 月） 55 人 

教育改善 FD 法科大学院（教育改善委員会） 教育改善研究集会（2022 年 11 月） 20 人 

学生支援 FD 法学研究科 学生支援本部 FD（2022 年 7 月 6 日） 54 人 

教員 FD 法科大学院（教育改善委員会） 法科大学院の現状確認と今後の FD 運営方針について（2022 年 6 月） 55 人 

シラバス FD 法学研究科 
2022 年度シラバス入力方法についての説明及び使用に関する研修 

（2022 年 1 月） 
57 人 

教育改善 FD 法科大学院（教育改善委員会） 教育改善研究集会（2021 年 11 月） 21 人 

学生支援 FD 法学研究科 
学生支援本部学生相談センター講師による、コロナ禍の名大生におけ

る心の健康に関する講演（2021 年 6 月） 
53 人 

ハラスメント FD 法学研究科 ハラスメント相談センター相談員による、職場におけるパワーハラスメ 66 人  



別紙様式２－５－３ 

名古屋大学大学院法学研究科実務法曹養成専攻 

ント対策やコロナ感染予防とハラスメント等、ハラスメント防止に係る研

修（2021 年 5 月） 

教育方法 FD 法学研究科 NUCT の利用説明及び具体的使用例の紹介（2021 年 4 月） 57 人 

教育方法 FD 法学研究科 コロナ禍の授業についての振り返り（2021 年 3 月 17 日） 52 人 

教育方法 FD 法学研究科 Teams の利用に関する FD（2021 年 3 月 10 日） 52 人 

シラバス FD 法学研究科 2021 年度新教務システム シラバス入力研修（2021 年 1 月） 52 人 

シラバス等 FD 法学研究科 

2021 年度新教務システムについて【シラバス入力方法、NUCT 利用方

法（学部・総合法政）、TKC 利用方法（法科大学院）】 

（2020 年 12 月） 

49 人 

学生支援 FD 法学研究科 障害のある学生の修学支援とコロナ禍の混乱（2020 年 12 月） 49 人 

教育改善 FD 法科大学院（教育改善委員会） 教育改善研究集会（2020 年 11 月） 24 人 

学生支援 FD 法学研究科 
アフターコロナの心のケア：心の健康調査に見る今年度新入生と今後

の見通し（2020 年 6 月） 
54 人 

教育方法 FD 法学研究科 NSSS と Teams の使い方（2020 年 5 月） 55 人 

教育方法 FD 法学研究科 遠隔授業に関する FD（2020 年 4 月） 49 人 

教育方法 FD 法科大学院 Zoom 利用講習会（2020 年 4 月） 30 人 

シラバス FD 法学研究科 教育の内部質保証のためのシラバス点検について（2020 年 1 月） 49 人 

教育改善 FD 法科大学院（教育改善委員会） 教育改善研究集会（2019 年 11 月） 19 人 

学生支援 FD 法学研究科 
多様な性を生きる－名古屋大学における性的個性推進の取組（2019

年 10 月） 
45 人 

学生支援 FD 法学研究科 
今年度入学生（学部・大学院）の特徴と教職員対応のコツ（2019 年 7

月） 
45 人 

シラバス FD 法学研究科 シラバスの入力について（2019 年 2 月） 51 人 

教育方法 FD 法学研究科 法科大学院の諸事情について（2018 年 12 月） 47 人 



別紙様式２－５－３ 

名古屋大学大学院法学研究科実務法曹養成専攻 

教育改善 FD 法科大学院（教育改善委員会） 教育改善研究集会（2018 年 11 月） 19 人 

学生支援 FD 法学研究科 

①学生相談の実践例からみえる最近の名大生の心の悩み 

②どのように精神科医と連携するか －精神科受診をためらう学生に

どう勧めるか－（2018 年 7 月） 

50 人 

【学外】教員研修 日本弁護士連合会 第 14 回法科大学院教員研究交流集会(2023 年 3 月) 3 人 

【学外】教員研修 臨床法学教育学会 
臨床法学教育学会オンラインミニシンポジウム「『平成司法改革の研

究』を読む」（2022 年 12 月） 
1 人 

【学外】教員研修 ＰＳＩＭコンソーシアム 
法実務技能教育支援セミナー「法実務教育の展開―中等教育におけ

る法教育」（2022 年 11 月） 
1 人 

【学外】教員研修 日本弁護士会連合会 法科大学院のウェブ授業に関するシンポジウム（2022 年 8 月） 1 人 

【学外】教員研修 臨床法学教育学会 

臨床法学教育学会創立 15 周年記念大会（第 15 回年次大会）「法科大

学院における臨床教育の定着と充実のための諸方策―臨床系科目の

共有化・共通化・多様化の現状と課題―」（2022 年 6 月） 

1 人 

【学外】教員研修 ＰＳＩＭコンソーシアム 
法実務技能教育支援セミナー「＜3＋2＞時代の法実務教育教材の作

成と活用」（2022 年 6 月） 
2 人 

【学外】教員研修 法科大学院協会 
オンラインシンポジウム「法科大学院における未修者教育の更なる充

実に向けて」（2022 年 6 月） 
1 人 

【学外】教員研修 愛知法曹倫理研究会 愛知法曹倫理研究会定例会（月 1 回開催。2023 年 4 月～12 月）） 2 人 

【学外】教員研修 ＰＳＩＭコンソーシアム 
法実務技能教育支援セミナー「Book Review と対話―『ローヤリングの

考え方』（榎本 修著、近刊）」（2022 年 3 月） 
2 人 

【学外】教員研修 
弁護士および弁護士会の専門職倫

理的当為研究会 
法曹倫理国際シンポジウム東京（ILEST）2022（2022 年 3 月） 2 人 

【学外】教員研修 ＰＳＩＭコンソーシアム 
法実務技能教育支援セミナー「法科大学院補助教員の意義と役割 ～

多様性と重要性」（2021 年 11 月） 
3 人 



別紙様式２－５－３ 

名古屋大学大学院法学研究科実務法曹養成専攻 

【学外】教員研修 法科大学院協会 未修者教育 FD セミナー（憲法）（2021 年 9 月） 1 人 

【学外】教員研修 ＰＳＩＭコンソーシアム 
法実務技能教育支援セミナー「法曹養成と公益活動の担い手育成につ

いて」（2021 年 7 月） 
2 人 

【学外】教員研修 日本弁護士連合会 

法学未修者教育に関するシンポジウム  法学未修者教育の内容・方

法についての研究調査報告～未修１年前期の授業を中心に～（2021

年 6 月） 

1 人 

【学外】教員研修 愛知法曹倫理研究会 愛知法曹倫理研究会定例会（月一回開催。2021 年 4 月～2022 年 3 月） 5 人 

【学外】教員研修 ＰＳＩＭコンソーシアム 

法実務技能教育支援セミナー「COVID-19 感染拡大期における世界の

臨床法実務教育」 

"Third IP & Innovation Researchers of Asia Conference"における全体

セッション”The Impact of IP Teaching and Researching on Public 

Policy" （知的財産教育及び研究の公共政策への影響）（2020 年 12

月） 

1 人 

【学外】教員研修 日本仲裁人協会 
日本仲裁人協会研究講座「Med-Arb/Arb-Med 再考 Reconsideration 

of Med-Arb/Arb-Med」（2020 年 2 月） 
1 人 

【学外】教員研修 ＰＳＩＭコンソーシアム 
法実務技能教育支援セミナー「クライアント・カウンセリング NITA 研修

プログラム体験セミナー」（2019 年 11 月） 
1 人 

【学外】教員研修 ＰＳＩＭコンソーシアム 
法実務技能教育支援セミナー「法実務教育の国際展開と教育方法をめ

ぐって」（2019 年 11 月） 
1 人 

【学外】教員研修 
弁護士および弁護士会の職業倫理

的当為の研究会 

弁護士および弁護士会の職業倫理的当為の研究会（2019 年 9 月、12

月） 
1 人 

【学外】教員研修 ＰＳＩＭコンソーシアム 
法実務技能教育支援セミナー「PSIM 教材の活用と臨床法学教育」

（2019 年 6 月） 
4 人 

【学外】教員研修 愛知法曹倫理研究会 愛知法曹倫理研究会（2019 年 5 月、6 月） 2 人 



別紙様式２－５－３ 

名古屋大学大学院法学研究科実務法曹養成専攻 

【学外】教員研修 日本弁護士連合会 第 11 回法科大学院教員研究交流集会（2019 年 3 月） 1 人 

【学外】教員研修 日本弁護士連合会 
司法試験シンポジウム「法科大学院での試験・成績評価との関連を中

心に」（2018 年 12 月） 
1 人 

【学外】教員研修 ＰＳＩＭコンソーシアム 

法実務技能教育支援セミナー  「法交渉教育の在り方をめぐって」 

講演Ⅰ「NITA における法交渉教育の設計と運用」／講演Ⅱ「交渉シュ

ミレーションにおける法学教育」/パネルディスカッション（2018 年 11

月） 

4 人 

【学外】教員研修 愛知法曹倫理研究会 愛知法曹倫理研究会（2018 年 10 月、11 月、12 月） 5 人 

【学外】教員研修 中部弁護士会連合会 
第６６回定期弁護士会シンポジウム「市民が求める民事裁判を目指し

て～私たちが今すべきこと～」（2018 年 10 月） 
1 人 

【学外】教員研修 ＰＳＩＭコンソーシアム 

法実務技能教育支援セミナー 「効果的な教授・学習技法：シンガポー

ル国立大学スタンリイ・ヤオ教授との対話とワークショップ」～アジアトッ

プランキングロースクールにおける法学教育技法～（2018 年 6 月） 

4 人 

※上記のうち、法学研究科主催の FD への参加者数は、当該 FD への全参加者数（法科大学院講義担当者以外の教員数を含むもの）である。 



別紙様式３−７−２ 
名古屋⼤学⼤学院法学研究科実務法曹養成専攻 

基準３－７ 専任教員の授業負担等が適切であること 
 

分析項目３－７－２ 法科大学院の専任教員には、その教育上、研究上及び管理運営上の業績に応じて、数年ごとに相当の研究専念期間が与えられるよう

努めていること 

 

【分析の手順】 

・研究専念期間について定めた規則があるか確認する。また、過去５年間に研究専念期間を取得した教員の人数や期間等の実績を確認する。 

 

過去５年間における教員の研究専念期間取得状況（別紙様式３－７－２） 

年度 
研究専念期間を 

取得した教員数 
実施状況（期間を含む） 規則等 

2018 0   

2019 0   

2020 1 2020/4/1〜2021/3/31，教授会その他委員会等の職務免除 サバティカル制度に関する内規 

2021 0   

2022 1 2022/4/1〜2023/3/31，教授会その他委員会等の職務免除 サバティカル制度に関する内規 

 



別紙様式４－２－１ 

名古屋大学大学院法学研究科実務法曹養成専攻 

基準４－２ 学生の受入が適切に実施されていること 

 

分析項目４－２－１ 学生受入方針に沿って、受入方法を採用しており、公正かつ適正に実施していること 

 

【分析の手順】  

・入学者選抜実施体制の整備状況（組織の役割、構成、意思決定プロセス、責任の所在等）を確認する。その際、法科大学院を設置する大学の学部卒業（予

定）者等が有利とならない措置がなされていることを確認する。 

・入学者選抜の方法が学生受入方針に適合していることを確認する。 

・「法科大学院法学未修者等選抜ガイドライン」に則して実施していることを確認する。 

・法学未修者に対して、法律学の知識及び能力の到達度を図ることができる試験（法学検定試験等）の結果を加点事由としていないことを確認する。 

・入学者選抜の実施方法や実施時期に関して、早期卒業して入学しようとする者及び飛び入学しようとする者に対して適切な配慮がなされていることを確

認する。 

・社会人や法学以外を専門とする者など多様な人材が入学者選抜を受験できるように配慮されていることを確認する。 

・身体に障害のある者に対して特別措置等を行っていることを確認する。 

 

入学者選抜の方法一覧（別紙様式４－２－１） 

入学者選抜の種類 選抜方法 入学者選抜要項等の記載ページ 

特別選抜（５年一貫型教育選抜） 書類審査、成績審査、口述試験 4-2-1-11 

特別選抜（社会人・他学部出身者選抜） 書類審査、口述試験 4-2-1-12 

一般選抜 書類審査、筆記試験 4-2-1-13, 4-2-1-14（第 2次募集） 

 

 



別紙様式４－３－１ 名古屋大学大学院法学研究科実務法曹養成専攻

基準４－３　在籍者数及び実入学者数が収容定員及び入学定員に対して適正な数となっていること

【分析の手順】

【分析の手順】

学生数の状況（別紙様式４－３－１） 

入学者選抜の状況 実務の経験を有する者の定義

法学未修者、法
学既修者別

全体
法学未修者、法
学既修者別

合計【 d 】 実務の経験を
有しない者

実務の経験を
有する者

実務の経験を
有しない者

実務の経験を
有する者

実務の経験を
有しない者

実務の経験を
有する者

実務の経験を
有しない者

実務の経験を
有する者

協定先の法曹
コース出身者

協定外の法曹
コース出身者

（人） （人） （人） （人） 〔 b／c 〕 （人） （人） 〔 d／a 〕（％） （人） 　（人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人）

法学未修者 107 79 16 4.93 11 3 1 0 0 4 0 1 2 0 0

法学既修者 126 116 61 1.90 43 12 0 0 0 18 4 3 6 3 0

法学未修者 85 57 15 3.80 14 0 1 0 0 7 2 2 2 0 0

法学既修者 97 88 57 1.54 43 17 0 0 0 17 5 2 2 4 0

法学未修者 72 48 22 2.18 13 2 0 0 0 4 2 4 1 0 0

法学既修者 75 66 35 1.88 23 11 0 0 0 8 3 1 0 0 0 他学部出身者の定義

法学未修者 57 36 20 1.80 15 2 0 0 0 8 2 3 0 0 0

法学既修者 64 58 26 2.23 19 9 0 0 0 4 2 2 2 0 0

法学未修者 79 56 22 2.54 17 4 0 0 0 4 2 4 3 0 0

法学既修者 81 71 32 2.21 23 12 1 0 0 4 4 0 2 0 0

在籍者数等の状況

内数（人） 内数（人）

（人） （人）
長期履修生数

【 g1 】
原級留置者数

【 ｈ1 】
休学者数

【 i1 】
（人）

長期履修生数
【 g2 】

原級留置者数
【 ｈ2 】

休学者数
【 i2 】

（人）
長期履修生数

【 g3 】
原級留置者数

【 ｈ3 】
休学者数

【 i3 】
（人）

長期履修生数
〔g1＋g2＋g3〕

原級留置者数
〔ｈ1＋ｈ2＋ｈ3〕

休学者数
〔i1＋i2＋i3〕

〔j/e〕（％） （人） 長期履修生数 （人） 長期履修生数

法学未修者 17 0 6 3 20 0 9 1 7 0 2 1 0 0 0

法学既修者 50 0 7 3 37 0 2 0 0 0 0

法学未修者 19 0 5 2 16 0 7 0 9 0 1 0 2 0 9 0

法学既修者 50 0 0 3 17 0 2 0 1 0 17 0

法学未修者 20 0 7 2 14 0 4 2 13 0 0 0 3 0 13 0

法学既修者 25 0 2 1 19 0 0 0 2 0 18 0

法学未修者 19 0 0 3 15 0 3 2 15 0 5 0 1 0 14 0

法学既修者 25 0 6 3 18 0 1 0 4 0 17 0

法学未修者 18 0 1 1 18 0 7 2 11 0 0 0 3 0 10 0

法学既修者 25 0 2 2 18 0 0 0 1 0 18 0

（注） １．学生数の状況については、評価実施年度の５月１日現在で記入してください。

２．入学者選抜の状況の「入学者数内訳」の「自大学の法学関係の学部出身者」とは、当該法科大学院を設置している大学の主として法学を履修する学科若しくは課程等に在学、又はこれらを卒業した者をいいます。

３．入学者選抜の状況の「入学者数内訳」欄において、「Ⅰ自大学の法学関係の学部出身者」～「Ⅳ他大学の法学関係以外の学部出身者」欄に記載される人数は、法曹コース出身者の人数も含めた人数を記載してください。

４．入学者選抜の状況の「競争倍率」、「入学定員充足率」は、小数点第３位以下を切り捨てた値が自動表示されます。

　　（例：「競争倍率」欄について、受験者数が180人、合格者数が87人の場合には、180÷87＝2.068・・・≒『2.06』で表示されます。）

５．「実務の経験を有する者の定義」及び「他学部出身者の定義」については、当該法科大学院が定めるそれぞれの定義を記入してください。

・上記の割合が継続的に100％を上回っている場合は、適正化を図る取組がなされていることを確認する。

・過去５年間の入学者数が10人を下回っていないことを確認する。

・過去５年間の競争倍率が２倍を下回っていないことを確認する。

・上記の割合、人数又は倍率が下回っている場合は、入学者受入方針に従って適切な選抜が実施されていることを確認し、適正化を図る取組がなされていることを確認する。

・過去５年間の入学定員に対する実入学者数の割合が50％を下回っていないことを確認する。

・過去５年間の収容定員（入学定員の３倍の数をいう。）に対する在籍者数（原級留置者及び休学者を含む）の割合を確認する。

分析項目４－３－１　在籍者数が収容定員を大幅に上回っていないこと

受験者数
【 b 】

合格者数
【 c 】

競争倍率 入学者数

入学定員充足率

分析項目４－３－２　収容定員に対する在籍者数の割合、入学定員に対する実入学者数の割合、入学者数の規模及び競争倍率が、適正な割合、規模又は倍率となっていること

入学者数内訳

本法科大学院への入学時点において１年程度以上の社会経験を
有することとなる者をいう。「社会経験」とは、社会と密接な
関係をもって生活していた経験をいう。会社員・公務員・自営
業者等としての就業経験や主夫・主婦としての生活経験は原則
として「社会経験」にあたるが、アルバイト・パート労働・家
事手伝い・長期療養等も、それが社会生活上必要で、社会との

関係が深かった場合には、「社会経験」にあたる。

Ⅰ自大学の法学関係の
学部出身者

Ⅱ自大学の法学関係以外
の

Ⅲ他大学の法学関係の
学部出身者

Ⅳ他大学の法学関係以外
の

Ⅴ法曹コース出身者

年度 種別
入学定員

【 a 】 志願者数

2021年度 50 2.00 36 72%

2022年度 50 2.01 57 114%

2023年度 50 2.53 54 108%

2023年度 150 131 0 26 8

法学系の課程でない課程の出身者をいう。法学系の課程とは、
「学士（法学）」の学位を授与している学部・学科・コース等

をいう。
2019年度 50 2.35 40 80%

2020年度 50 2.04 34 68%

年度

2019年度 90 0 10 5 60%150

2021年度 91 0150

2020年度 92 0

2022年度 150 111 0 15 5

在籍者数
【 f1 】

在籍者数
【 f2 】

在籍者数
【 f3 】

修了者数

150

74%

種　別
収容定員

【 e 】

１年次 ２年次 ３年次

13 5 61%

在籍者数
合計【 j 】

〔f1＋f2＋f3〕

収容定員に対する
在籍者数の割合

内数（人） 内数（人）

61%815

内数（人）

87%

退学者数
内数（人）
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